
歓
待
と
差
別
（
見
瀬
）�

一

見　
　

瀬　
　
　
　
　

悠

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

一
七
六
三
年
か
ら
約
二
年
に
わ
た
り
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ア
を
旅
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
作
家
ス
モ
レ
ッ
ト
は
、
ド
ー
ヴ
ァ
ー
か
ら
船
で

フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
北
西
部
の
港
町
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
＝
シ
ュ
ル
＝
メ
ー
ル
に
降
り
立
っ
た
際
、
税
関
に
よ
る
荷
物
の
検
査
を
受
け
た
。
彼
の
書
物
は

検
閲
の
た
め
に
自
己
負
担
で
ア
ミ
ア
ン
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
こ
と
へ
の
苛
立
ち
を
『
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
紀
行
』

（
一
七
六
六
年
）
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

�

こ
れ
は
一
種
の
圧
制
で
あ
り
、
礼
節
と
歓
待
を
誇
る
フ
ラ
ン
ス
で
遭
遇
す
る
と
は
思
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
実
際
に
は
、
外
国
人
が

そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
関
心
事
に
関
し
て
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
扱
わ
れ
て
い
る
国
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
で
死
ぬ
と
、

た
と
え
相
続
人
が
そ
の
場
に
い
た
と
し
て
も
、
国
王
が
そ
の
財
産
を
す
べ
て
没
収
し
ま
す
。
こ
の
専
制
は
外
国
人
遺
産
取
得
権droit�

d ’aubaine

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す）（
（

。

外
国
人
遺
産
取
得
権
と
は
、
外
国
人
が
帰
化
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
子
孫
も
残
さ
ず
に
フ
ラ
ン
ス
で
死
亡
し
た
場
合
に
、
国
王
が
そ
の
死

論
　
　
　
　
文

　
　

歓
待
と
差
別

―
―
近
世
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
お
け
る
外
国
人
の
処
遇
を
め
ぐ
る
言
説
―
―
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後
財
産
を
取
得
す
る
と
い
う
国
王
大
権
で
あ
る）（
（

。
実
際
に
は
、
互
恵
条
約
等
に
よ
り
こ
の
法
の
適
用
を
免
除
さ
れ
た
外
国
民
に
は
相
続
の
自
由

が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
ス
モ
レ
ッ
ト
の
記
述
に
は
誇
張
が
含
ま
れ
る）（
（

。
し
か
し
こ
の
記
述
か
ら
は
、
歓
待
の
国
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
自
己

表
象
が
フ
ラ
ン
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
外
国
人
の
間
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
と
、
十
八
世
紀
中
葉
に
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
現
実
の
間
の
矛
盾
が

強
く
感
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

歓
待
の
国
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
は
十
六
・
十
七
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
。
中
世
末
期
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
は
芸
術
家
や
商
人
、
軍
人
、

工
業
や
海
運
の
専
門
知
識
を
も
つ
技
術
者
や
実
業
家
な
ど
、
王
国
の
経
済
・
軍
事
・
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
う
る
外
国
人
を
積
極
的
に
招
き
入

れ
て
き
た）（
（

。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
で
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
モ
リ
ス
コ
や
マ
ラ
ー
ノ
、
宗
教
改
革
後
の
ブ
リ
テ
ン
諸
島
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
や

「
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
」
と
い
っ
た
政
治
的
・
宗
教
的
避
難
者
も
受
け
入
れ
ら
れ
た）（
（

。
王
権
は
し
ば
し
ば
、
こ
う
し
た
外
国
人
の
集
団
に
外
国
人
遺

産
取
得
権
の
適
用
免
除
の
特
権
を
与
え
る
こ
と
で
、
王
国
で
の
定
着
を
促
し
た
り
歓
待
の
姿
勢
を
示
し
た
り
し
た
。
さ
ら
に
、
免
除
特
権
を
も

た
な
い
外
国
人
で
も
、
個
人
的
に
帰
化
認
可
状
を
取
得
し
て
帰
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
申
請
は
拒
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う）（
（

。
こ
の
よ
う
な

「
寛
大
な
」
処
遇
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
十
六
・
十
七
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
外
国
人
へ
の
好
意
的
な
受
入
れ
で
知
ら
れ
る
と

と
も
に
、「
痛
み
苦
し
む
者
の
避
難
場
所
」
を
自
任
し
て
い
た）（
（

。

　

そ
の
一
方
で
、
外
国
人
に
は
中
世
末
期
か
ら
様
々
な
制
限
や
禁
止
が
課
さ
れ
て
い
た
。
相
続
上
の
制
限
に
加
え
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
外
国

人
は
銀
行
業
を
制
限
さ
れ
、
官
職
と
聖
職
禄
の
保
有
や
同
業
組
合
へ
の
加
入
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
訴
訟
を
起
こ
す
に
は
事
前

に
訴
訟
費
用
の
支
払
い
を
保
証
す
る
第
三
者
を
立
て
ね
ば
な
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
異
な
り
民
事
上
の
負
債
で
も
身
柄
拘
束
を
受
け
る
可
能

性
が
あ
っ
た）（
（

。
さ
ら
に
、
戦
時
の
収
入
補
填
の
た
め
に
、
王
権
は
外
国
出
身
の
住
民
に
対
し
て
王
国
で
の
職
業
実
践
や
財
産
の
安
全
の
保
障
と

引
き
替
え
に
特
別
税
を
課
し
た）（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
は
王
国
で
フ
ラ
ン
ス
臣
民
が
享
受
す
る
権
利
や
機
会
、
社
団
や
教
会
か
ら
閉
め
出
さ

れ
、
と
き
に
は
王
権
の
恣
意
的
な
課
税
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
外
国
人
に
対
す
る
差
別
的
な
扱
い
は
、
自
然
法
思
想
が
発
展
す
る
十
七
世
紀
以
降
、
徐
々
に
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
特
に

（　
　

）
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「
啓
蒙
の
世
紀
」
に
専
制
批
判
や
商
業
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
称
揚
を
背
景
と
し
て
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
強
く
批
判
さ
れ
た
こ
と
は

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
歓
待
の
国
と
し
て
の
自
己
表
象
と
外
国
人
に
対
す
る
差

別
的
な
法
制
度
が
根
本
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
両
立
し
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
冒
頭
の
ス
モ
レ
ッ
ト
の
引
用
は
、
か
つ

て
は
歓
待
と
矛
盾
し
な
か
っ
た
伝
統
的
な
制
度
に
対
す
る
、
啓
蒙
期
の
新
し
い
感
性
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
啓
蒙
後
の
世
界
に
生
き
る

我
々
に
は
、
啓
蒙
期
の
こ
う
し
た
批
判
は
容
易
に
理
解
で
き
る
が
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
成
立
し
て
い
た
外
国
人
の
歓
待
と
差
別
の
奇
妙
な
両

立
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
認
識
や
論
理
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
外
国
人
史
研
究
は
、
王
国
に
お
け
る
外
国
人
差
別
法
の
要
因
と
し
て
、
宗
教
戦
争
期
の
党
派
対
立
や
外
国
人
嫌
悪
、
ガ
リ
カ
ニ

ス
ム
、
度
重
な
る
戦
争
に
よ
る
財
政
難
な
ど
、
主
に
政
治
・
経
済
的
状
況
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
き
た）（（
（

。
ま
た
、
筆
者
は
以
前
発
表
し
た
論
文

に
お
い
て
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
王
権
と
領
主
権
の
序
列
化
と
い
う
政
治
的
な
機
能
を
保
持
し
続
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た）（（
（

。
し
か
し
、

状
況
や
機
能
で
は
な
く
法
的
・
政
治
的
な
理
念
の
次
元
に
お
い
て
、
王
国
の
住
民
の
一
部
を
不
利
な
地
位
に
お
く
制
度
は
い
か
に
し
て
正
当
化

さ
れ
、
そ
の
正
当
化
の
論
理
は
十
七
世
紀
以
降
い
か
な
る
変
化
を
被
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

本
稿
は
、
近
世
を
通
し
て
外
国
人
の
法
的
地
位
の
指
標
で
あ
り
続
け
た
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
着
目
し
、
旧
体
制
期
の
法
学
者
や
哲
学
者
が
こ

の
制
度
を
ど
の
よ
う
な
考
え
に
も
と
づ
い
て
擁
護
な
い
し
批
判
し
た
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
の
外
国
人
受
入
れ
に
関
す
る

規
範
的
言
説
の
変
容
を
長
期
的
な
視
点
で
明
ら
か
に
し
、
外
国
人
史
を
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指

す
。

　

本
稿
は
以
下
の
構
成
を
と
る
。
第
一
章
で
は
本
稿
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、「
外
国
人
」
と
い
う
個
人
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
中
世
末
期
か
ら
近

世
初
期
に
か
け
て
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
章
で
は
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
外
国
人

遺
産
取
得
権
を
中
心
と
し
て
外
国
人
差
別
法
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
論
理
が
そ
れ
を
正
当
化
し
た
の
か
を
分
析
す
る
。
最
後
に

第
三
章
で
は
、
こ
う
し
た
思
考
の
枠
組
み
が
自
然
法
思
想
や
啓
蒙
哲
学
の
発
展
を
背
景
に
い
か
な
る
修
正
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か

（　
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を
考
察
す
る
。
主
に
分
析
す
る
史
料
は
、
外
国
人
の
受
入
れ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
法
学
者
や
哲
学
者
ら
の
著
作
で
あ
る
。

　
　
　
　
第
一
章
　「
外
国
人
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
成
立

　

中
世
末
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
王
権
の
強
化
と
王
国
の
統
合
を
研
究
し
た
Ｂ
・
グ
ネ
は
、
十
四
世
紀
初
頭
に
す
で
に
、
生
ま
れ
が
王
国
の

内
か
外
か
で
「
生
来
の
住
民
」naturels

と
「
外
国
人
」étrangers

を
区
別
す
る
考
え
が
存
在
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、

「
外
国
人
」が
単
に
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
で
は
な
い
人
々
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
様
々
な
無
能
力
と
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
た
、
個

人
を
分
類
す
る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
確
立
す
る
の
は
十
六
世
紀
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
章
で
は
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

第
二
章
以
降
の
分
析
の
前
提
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　

第
一
節　
「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
外
国
人
の
法
的
定
義
の
明
確
化

　

中
世
末
期
に
お
け
る
外
国
人
概
念
の
生
成
を
研
究
し
た
Ｂ
・
ダ
ル
テ
ロ
シ
ュ
に
よ
る
と
、
十
五
世
紀
後
半
以
降
、「
外
国
人
」étranger

は

「
オ
バ
ン
」aubain

と
呼
ば
れ
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
適
用
対
象
と
一
致
す
る
よ
う
に
な
る）（（
（

。
と
は
い
え
、
厳
密
に
は
ど
の
範
囲
の
人
々
が

そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
か
は
ま
だ
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
十
六
世
紀
に
は
、
個
人
の
相
続
を
扱
う
裁
判
の
な
か
で
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
適
用

さ
れ
な
い
人
々
の
条
件
に
関
す
る
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
外
国
人
と
み
な
さ
れ
る
人
々
の
範
囲
も
お
の
ず
と
限
定
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

外
国
人
遺
産
取
得
権
の
対
象
と
な
ら
な
い
人
々
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
相
続
能
力
を
も
つ
「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」naturel�Français

で
あ

る
。naturel

と
い
う
語
は
、「
自
然
に
属
す
る
」
や
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
十
一
・
十
二
世
紀
に
は
封
建
的
主
従
関
係

を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
た
が
、
十
三
世
紀
に
は
住
民
と
君
主
と
土
地
の
関
係
を
形
容
す
る
よ
う
に
な
る）（（
（

。「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
い
う
表

（　
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現
は
、
近
世
に
は
「
王
国
の
民
」régnicole

や
「
臣
民
」sujet

と
互
換
的
に
用
い
ら
れ
た）（（
（

。
で
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
条
件
に
生
ま
れ

れ
ば
、
ひ
と
は
「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
に
な
る
の
か
。
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
適
用
を
め
ぐ
る
裁
判
で
争
点
と
な
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
点
で

あ
り
、
判
例
を
通
し
て
三
つ
の
原
則
が
形
成
さ
れ
た
。

　

第
一
に
出
生
地
主
義
で
あ
る）（（
（

。
一
五
一
五
年
二
月
二
十
三
日
の
パ
リ
高
等
法
院
判
決
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
居
住
す
る
も
の
は
、
父
や
祖

父
な
ど
の
直
系
尊
属
が
帰
化
し
て
い
な
い
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
死
後
財
産
を
相
続
で
き
る
と
定
め
た）（（
（

。
そ
れ
ま
で
の
法
学
者
ら
が
外
国

人
の
子
の
相
続
能
力
を
否
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
判
決
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
生
ま
れ
と
居
住
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
で
の
相
続
能
力
を
獲

得
す
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
、
出
生
地
主
義
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。
こ
の
原
則
は
一
五
五
〇
年
以
降
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
ル
ネ
・
シ
ョ
パ
ン

や
後
述
す
る
ジ
ャ
ン
・
バ
ケ
な
ど
の
十
六
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
著
名
な
法
学
者
に
よ
っ
て
、「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
最
も
重
要
な
条
件

と
し
て
提
示
さ
れ
た
。

　

第
二
に
血
統
主
義
で
あ
る）（（
（

。
早
く
も
一
五
〇
〇
年
頃
に
ボ
ル
ド
ー
高
等
法
院
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
両
親
か
ら
ス
ペ
イ
ン
で
生
ま
れ
フ
ラ
ン
ス

に
帰
国
し
た
息
子
に
対
し
て
、
両
親
が
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
の
証
明
を
条
件
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
不
動
産
買
戻
し
を
承
認
し
帰
化
認

可
状
の
取
得
を
免
除
す
る
と
い
う
判
決
を
出
し
た
。
こ
の
判
決
は
一
五
五
四
年
の
パ
リ
高
等
法
院
判
決
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ア

ン
リ
三
世
が
第
五
次
宗
教
戦
争
平
定
の
た
め
に
ボ
リ
ュ
ー
で
発
布
し
た
「
和
平
王
令
」（
一
五
七
六
年
五
月
）
は
、
血
統
主
義
の
適
用
範
囲
を
ユ

グ
ノ
に
も
拡
大
さ
せ
た
。
そ
の
第
五
十
二
条
に
お
い
て
、
亡
命
ユ
グ
ノ
の
子
供
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
へ
の
帰
国
を
条
件
に
「
真
の
フ
ラ
ン
ス
人
お

よ
び
王
国
の
民
」
と
認
め
ら
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
王
令
に
も
と
づ
い
て
、
同
年
九
月
七
日
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
ユ
グ
ノ
の
両

親
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
マ
リ
・
マ
ビ
ル
に
フ
ラ
ン
ス
で
の
相
続
権
を
認
め
る
判
決
（
マ
ビ
ル
判
決
）
が
パ
リ
高
等
法
院
に
よ
っ
て

出
さ
れ
、
以
後
、
判
例
の
原
則
と
な
っ
た
。
宗
派
対
立
の
克
服
の
た
め
に
亡
命
ユ
グ
ノ
の
子
孫
を
再
統
合
す
る
必
要
性
が
、
血
統
主
義
の
定
着

を
促
す
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
則
に
包
含
さ
れ
る
「
居
住
主
義
」
と
も
呼
べ
る
原
則
が
重
要
性
を
帯
び
て
い
た）（（
（

。
王
国
で
の
居
住
は
フ
ラ
ン
ス

（　
　

）
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臣
民
に
な
る
意
思
と
国
王
へ
の
忠
誠
の
証
で
あ
っ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
生
ま
れ
も
フ
ラ
ン
ス
人
の
血
統
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
フ
ラ
ン
ス
で

の
相
続
能
力
を
担
保
す
る
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
常
に
フ
ラ
ン
ス
で
の
居
住
が
条
件
と
し
て
課
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
国
外
移
住
者
や
亡
命

者
の
子
孫
が
フ
ラ
ン
ス
に
帰
国
し
て
相
続
を
申
し
立
て
る
際
、
し
ば
し
ば
、
自
ら
は
外
国
生
ま
れ
で
も
フ
ラ
ン
ス
へ
の
「
帰
国
精
神
」esprit�

de�retour
を
継
承
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
国
王
は
王
国
に
居
住
し
て
い
な
い
帰
化
認
可
状
取
得
者
の
帰
化
を
破
棄
す
る
こ
と
も

あ
っ
た）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
十
六
世
紀
に
は
「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
条
件
に
関
す
る
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
こ
の
属
性
を
も
つ
者
と
も
た
ざ
る

者
の
境
界
線
が
よ
り
明
確
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
法
的
な
次
元
で
外
国
人
を
定
義
し
分
類
す
る
の
が
そ
れ
以
前
よ
り
も
容
易
に
な
っ
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

第
二
節　

外
国
人
嫌
悪
と
外
国
人
差
別
法
の
拡
大

　

外
国
人
の
法
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
明
確
化
と
並
行
し
て
、
宗
教
戦
争
期
に
は
外
国
人
を
フ
ラ
ン
ス
の
あ
ら
ゆ
る
災
厄
の
原
因
と
み
な
す
外
国

人
嫌
悪
の
風
潮
が
高
ま
っ
た）（（
（

。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
気
候
風
土
論
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
各
国
民
集
団
の
性
格
学
の
流
行
も
、

そ
の
背
景
を
な
し
て
い
た）（（
（

。

　

一
五
六
〇
年
代
か
ら
一
五
八
〇
年
代
半
ば
ま
で
は
、
最
も
嫌
悪
さ
れ
た
の
は
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
っ
た）（（
（

。
都
市
リ
ヨ
ン
が
一
四
六
二
年
の
大
市

開
催
権
の
獲
得
以
来
、
多
く
の
イ
タ
リ
ア
人
商
人
や
銀
行
家
を
集
め
、
国
際
的
な
商
業
・
金
融
業
の
中
心
地
に
発
展
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る）（（
（

。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
一
世
の
治
世
末
期
以
降
、
イ
タ
リ
ア
人
銀
行
家
・
金
融
業
者
は
王
権
へ
の
資
金
提
供
や
徴
税
請
負
を
通
し
て
王
国
財
政

の
支
配
を
強
め
、
パ
リ
や
宮
廷
に
も
進
出
し
て
政
治
的
影
響
力
を
増
大
さ
せ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
一
五
六
〇
年
代
末
か
ら
ア
ン
リ

三
世
の
治
世
末
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
貿
易
赤
字
と
金
銀
の
国
外
流
出
、
増
税
や
物
価
上
昇
に
と
も
な
う
貧
困
の
原
因
を
イ
タ
リ
ア
人
に
帰
し
、

イ
タ
リ
ア
人
金
融
業
者
を
「
貪
欲
」
な
カ
ネ
の
亡
者
と
し
て
批
判
す
る
言
説
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た）（（
（

。
ま
た
、
サ
ン
＝
バ
ル

（　
　

）
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テ
ル
ミ
の
虐
殺
（
一
五
七
二
年
八
月
）
後
に
は
、
そ
の
責
任
が
母
后
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
と
側
近
の
イ
タ
リ
ア
人
廷
臣
に
帰
さ
れ
、

と
り
わ
け
カ
ト
リ
ー
ヌ
は
息
子
で
あ
る
国
王
の
権
力
を
我
が
物
と
し
、
内
乱
を
再
発
さ
せ
て
フ
ラ
ン
ス
を
再
び
混
乱
に
陥
れ
た
「
外
国
人
女
」、

内
に
「
毒
」
を
秘
め
た
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
淫
婦
」
と
の
の
し
ら
れ
た）（（
（

。

　

一
五
八
四
年
に
ア
ン
リ
三
世
の
弟
が
死
去
し
改
革
派
で
あ
る
ナ
ヴ
ァ
ラ
王
ア
ン
リ
の
フ
ラ
ン
ス
王
位
継
承
が
確
実
に
な
る
と
、
ス
ペ
イ
ン
王

に
支
持
さ
れ
た
ギ
ー
ズ
公
ア
ン
リ
が
一
五
八
五
年
に
第
二
次
カ
ト
リ
ッ
ク
同
盟
を
結
成
し
、
い
わ
ゆ
る
「
三
ア
ン
リ
の
戦
い
」
が
始
ま
っ
た
。

こ
の
時
期
に
は
、
イ
タ
リ
ア
人
に
代
わ
り
ス
ペ
イ
ン
人
が
集
団
的
な
嫌
悪
の
対
象
に
な
っ
た
。
Ｍ
・
ヤ
ル
デ
ニ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
に
出
版

さ
れ
た
反
カ
ト
リ
ッ
ク
同
盟
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
例
外
な
く
反
ス
ペ
イ
ン
感
情
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
は
、
ス

ペ
イ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
政
治
的
介
入
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
は
「
残
酷
」、「
意
地
悪
」、「
傲
慢
」
で
「
自
惚
れ
」
て
い

て
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
相
入
れ
な
い
国
民
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
命
運
に
関
与
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
た）（（
（

。

　

こ
う
し
た
外
国
人
嫌
悪
の
言
説
は
、
政
治
的
・
宗
教
的
信
条
の
違
い
を
超
え
て
、
改
革
派
、「
不
満
派）（（
（

」、
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
派
に
共
通
し
て
見

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
派
閥
に
と
っ
て
、
外
国
人
や
外
国
勢
力
を
フ
ラ
ン
ス
に
専
制
を
も
た
ら
す
悪
と
し
て
拒
絶
す
る
こ
と
は
、
自
分
た
ち
が

「
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
」
と
「
公
共
善
」
の
た
め
に
闘
う
「
良
き
フ
ラ
ン
ス
人
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た）（（
（

。
近
世

を
通
し
て
外
国
人
の
相
続
問
題
に
関
す
る
最
も
重
要
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
な
る
『
外
国
人
遺
産
取
得
権
論
』（
一
五
七
七
年
）
を
著
し
た
ポ
リ

テ
ィ
ー
ク
派
の
法
学
者
ジ
ャ
ン
・
バ
ケ
も
、
外
国
人
へ
の
猜
疑
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
彼
の
考
え
で
は
、「
一
般
的
に
、
外
国
人
は
移
住
先
の

王
国
や
土
地
を
破
壊
し
て
台
無
し
に
す
る
」。
外
国
人
は
ま
ず
も
っ
て
疑
わ
し
い
人
物
で
あ
り
、
た
と
え
貴
族
で
あ
っ
て
も
、
心
の
な
か
に

「
何
ら
か
の
毒
」
を
隠
し
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
外
国
人
嫌
悪
の
風
潮
に
後
押
し
さ
れ
、
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
王
国
で
の
外
国
人
の
活
動
に
対
す
る
制

限
が
強
化
さ
れ
た）（（
（

。
外
国
人
は
一
三
五
八
年
以
来
銀
行
業
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
五
六
三
年
の
王
令
で
は
外
国
人
の
銀
行
業
従
事
の
条
件

と
し
て
五
年
ご
と
の
十
五
万
リ
ー
ヴ
ル
の
保
証
金
の
支
払
い
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
一
五
七
九
年
の
ブ
ロ
ワ
王
令
で
こ
の
規
定
が
確
認
さ
れ
た
。

（　
　

）
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外
国
人
は
一
五
四
三
年
以
来
宣
誓
ギ
ル
ド
へ
の
加
入
を
禁
じ
ら
れ
、
一
五
六
五
年
に
は
破
産
宣
言
を
す
る
自
由
を
奪
わ
れ
た
。
官
職
の
保
有
禁

止
も
一
六
一
六
年
に
、
財
務
官
職
と
パ
リ
高
等
法
院
の
司
法
官
職
か
ら
あ
ら
ゆ
る
官
職
へ
拡
大
さ
れ
た
。
聖
職
禄
に
つ
い
て
は
、
一
四
三
一
年

以
来
外
国
人
に
は
保
有
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
五
七
六
年
の
全
国
三
部
会
の
際
、
第
一
身
分
の
代
表
が
帰
化
者
に
も
こ
の
規
定
を
適
用
す

る
よ
う
要
求
す
る
と
、
一
五
七
九
年
の
ブ
ロ
ワ
王
令
で
大
司
教
、
司
教
、
大
修
道
院
長
と
い
っ
た
高
位
聖
職
禄
か
ら
帰
化
者
を
含
む
外
国
出
身

者
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
外
国
人
の
無
能
力
は
経
済
活
動
の
制
限
や
社
団
・
教
会
か
ら
の
閉
め
出
し
と
い
う
政
治
的
制
限
の
強
化
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
一
連
の
無
能
力
は
、
十
七
世
紀
初
頭
に
は
「
オ
ベ
ー
ヌ
法
」droit�d ’aubaine

と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
一
六
三
二
年
に

『
国
王
主
権
論
』
を
著
し
た
カ
ル
ダ
ン
・
ル
・
ブ
レ
は
、
オ
ベ
ー
ヌ
法
の
第
一
の
効
果
は
「
こ
の
王
国
に
お
い
て
す
べ
て
の
外
国
人
に
三
部
会

へ
の
参
加
や
官
職
と
聖
職
禄
の
保
有
を
不
可
能
に
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
、
相
続
上
の
無
能
力
は
第
二
の
効
果
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
す

な
わ
ち
外
国
人
の
処
遇
に
お
い
て
は
、
相
続
能
力
を
認
め
な
い
こ
と
よ
り
も
、
王
国
統
治
に
か
か
わ
る
領
域
か
ら
排
除
す
る
こ
と
の
方
が
よ
り

重
要
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
外
国
人
の
区
別
は
法
的
問
題
で
あ
る
以
上
に
政
治
的
関
心
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　

第
三
節　

外
国
人
の
「
生
ま
れ
の
瑕
疵
」

　
「
外
国
人
」
が
イ
タ
リ
ア
人
や
ス
ペ
イ
ン
人
な
ど
各
国
民
の
個
別
性
を
超
え
て
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
対
比
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
る
こ
と

を
促
し
た
直
接
的
な
要
因
は
、
上
述
の
よ
う
に
「
外
国
人
」
の
法
的
範
疇
の
明
確
化
や
外
国
人
嫌
悪
を
背
景
と
す
る
外
国
人
差
別
法
の
増
大
で

あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
外
在
的
な
要
因
だ
け
で
な
く
、
十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
の
法
学
者
の
著
作
か
ら
は
、「
外
国
人
」
に
は

「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
は
異
な
る
性
質
が
内
在
的
に
備
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
バ
ケ
は
上
述
の
『
外
国

人
遺
産
取
得
権
論
』
に
お
い
て
、
外
国
人
は
生
ま
れ
に
よ
る
「
外
国
人
の
染
み
」m

acule�de�pérégrinité

を
有
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
で

の
長
期
の
居
住
や
官
職
・
聖
職
禄
の
保
持
、
婚
姻
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
た）（（
（

。
さ
ら
に
、『
フ
ラ
ン
ス
慣
習
法
全

（　
　

）
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書
』（
一
五
九
八
年
）
の
編
纂
で
知
ら
れ
る
ル
イ
（
シ
ャ
ロ
ン
ダ
）・
ル
・
カ
ロ
ン
は
、
一
六
〇
五
年
出
版
の
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
に
関
す
る
著
作
の

な
か
で
、
外
国
人
に
固
有
の
性
質
を
「
外
国
人
の
瑕
疵
と
障
害
」tache�et�em

pêchem
ent�de�pérégrinité

と
言
い
表
し
た）（（
（

。「
染
み
」
や

「
瑕
疵
」
は
非
嫡
出
子
の
生
得
的
性
質
を
表
す
の
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
外
国
人
の
生
来
的
性
質
が
王
国
に
お
け
る
象
徴
的
な

「
非
嫡
出
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る）（（
（

。

　

外
国
人
に
は
生
ま
れ
つ
き
汚
点
や
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
そ
の
後
も
長
く
受
け
継
が
れ
た
。
の
ち
に
大
法
官
と
な
る
ア
ン
リ
・
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
ダ
ゲ
ソ
は
、
パ
リ
高
等
法
院
次
席
検
事
で
あ
っ
た
一
六
九
四
年
に
、
亡
命
ユ
グ
ノ
を
祖
父
に
も
ち
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
生
ま
れ
フ
ラ
ン
ス

で
死
亡
し
た
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
ロ
キ
ニ
の
相
続
を
め
ぐ
る
裁
判
で
口
頭
弁
論
を
行
っ
た
際
に
、「
外
国
人
に
生
ま
れ
た
者
」
と
ギ
ヨ
ー
ム
の
祖

父
や
父
の
よ
う
に
移
住
や
亡
命
に
よ
っ
て
「
外
国
人
に
な
っ
た
者
」
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
と
し
、
前
者
の
生
得
的
な
性
質
を
「
出
自
の
瑕

疵
」
と
表
現
し
た）（（
（

。
パ
リ
王
領
法
廷
の
副
国
王
検
事
で
あ
り
、
王
領
関
連
法
の
専
門
家
と
し
て
『
王
領
事
項
に
関
す
る
覚
書
』（
一
七
六
四
・
六

五
年
に
死
後
出
版
）
を
著
し
た
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
・
ド
・
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
も
、「
外
国
人
身
分
の
欠
陥
」vice�de�l ’aubaine

と
い
う
表
現
を
用
い）（（
（

、

十
八
世
紀
後
半
に
法
律
の
実
践
的
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
普
及
し
た
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
ド
ゥ
ニ
ザ
ー
ル
の
判
例
事
典
『
新
判
決
・
現

行
判
例
解
釈
集
』
の
第
五
版
、
第
七
版
、
第
八
版
で
も
、「
外
国
人
の
欠
陥
」
と
い
う
表
現
が
確
認
で
き
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
を
生
得

的
な
不
完
全
性
を
身
に
帯
び
た
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
は
根
本
的
に
異
質
な
人
々
と
み
な
す
言
説
は
、
法
学
者
の
間
に
定
着
し
再
生
産
さ
れ
続
け
た

の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
バ
ケ
を
筆
頭
と
す
る
こ
れ
ら
の
法
学
者
は
、
外
国
人
の
こ
の
性
質
は
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
帰
化
す
る
こ
と
で
消
去
で
き
る
と
主
張
し

て
い
た）（（
（

。
ダ
ゲ
ソ
は
こ
の
帰
化
認
可
状
の
効
果
を
、
外
国
人
の
「
自
然
に
よ
る
欠
損
を
補
い
、
出
自
の
欠
陥
を
修
繕
す
る
」
も
の
と
表
現
し
た）（（
（

。

そ
の
一
方
で
、
バ
ケ
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
法
学
者
ジ
ャ
ン
・
パ
ポ
ン
は
、
外
国
人
の
性
質
が
世
代
を
超
え
て
永
遠
に
受
け
継
が
れ
る
と
考
え

た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
が
父
の
財
産
を
相
続
し
た
と
し
て
も
、「
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
停
止
し
終
了
す
る

わ
け
で
は
な
く
、［
外
国
人
の
］
子
や
孫
、
ひ
孫
、
他
の
子
孫
の
人
格
の
な
か
に
例
外
な
く
、
そ
し
て
無
限
に
持
続
す
る
」
た
め
、
外
国
人
の

（　
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子
や
孫
が
相
続
人
と
な
る
子
を
残
さ
ず
に
死
亡
し
た
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
よ
り
そ
の

財
産
は
国
王
に
帰
属
す
る
と
主
張
し
た）（（
（

。
外
国
人
性
の
持
続
な
い
し
復
活
を
唱
え
る
こ
の
考
え
方
は
、
法
学
者
の
間
で
支
配
的
な
言
説
に
は
な

ら
な
か
っ
た
が
、
一
六
九
七
年
の
外
国
人
課
税
に
お
い
て
帰
化
者
も
課
税
さ
れ
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
王
権
の
政
策
で
は
暗
黙
の
う
ち
に
採

用
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
Ｊ
＝
Ｆ
・
デ
ュ
ボ
ス
ト
は
、
帰
化
し
た
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
外
国
人
と
の
間
に
位
置
す
る
中
間
的
な
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
構
成
し
た
と
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
の
生
得
的
な
不
完
全
性
と
異
質
性
が
想
定
さ
れ
た
こ
と
で
、「
外
国
人
」
と
フ
ラ
ン
ス
人
と
の
間
に
制
度
的
な
区
別

を
設
け
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
バ
ケ
に
お
い
て
「
外
国
人
」
は
「
オ
バ
ン
」
と
同
一
視
さ
れ
つ
つ
も
時
間
を
超
越
す
る
概
念

と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
『
国
家
論
』（
一
五
七
六
年
）
と
同
様
に
、
バ
ケ
は
古
典
古
代
の
都
市
国
家
に
お
け
る
「
市
民
」
と

「
異
邦
人
」
の
処
遇
の
差
を
参
照
し
な
が
ら
、「
外
国
人
」
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
区
別
を
政
治
共
同
体
の
普
遍
的
な
要
請
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ

た
）
（（
（

。
さ
ら
に
、「
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
ど
の
よ
う
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
さ
れ
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
王
国
へ

の
「
導
入
」
の
第
一
の
理
由
は
「
王
国
に
生
ま
れ
た
者
と
、
そ
う
で
は
な
い
が
王
国
に
住
み
に
来
た
者
を
識
別
し
、
両
者
の
間
に
差
異
を
設
け

る
た
め
」
と
説
明
し
た）（（
（

。
つ
ま
り
、
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
想
定
さ
れ
て
お
り
、
外
国
人
遺
産
取
得

権
は
そ
の
手
段
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
と
い
う
制
度
の
読
み
替
え
と
い
え
る
。
ダ
ル
テ
ロ
シ
ュ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
起

源
は
領
主
が
領
外
民
に
行
使
し
た
支
配
権
に
あ
り
、
外
国
人
の
地
位
を
規
定
す
る
法
と
な
っ
た
の
は
、
十
三
世
紀
末
以
降
の
国
王
に
よ
る
領
主

と
の
競
合
お
よ
び
王
国
で
の
主
権
の
表
明
の
結
果
で
あ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
元
来
は
外
国
人
の
区
別
や
差
別
を
目
的
と
す

る
制
度
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
バ
ケ
の
解
釈
は
、
古
典
古
代
と
の
類
似
性
に
依
拠
し
つ
つ
も
、
実
際
に
は
当
時
の
政
治
的
な
関
心
を
多
分

に
反
映
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
解
釈
を
し
た
の
は
バ
ケ
だ
け
で
は
な
い
。
パ
リ
高
等
法
院
の
主
席
検
事
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
ラ
・
ゲ
ル

も
、
一
五
九
七
年
の
あ
る
建
白
書
の
な
か
で
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
有
益
な
外
国
人
に
の
み
王
国
の
財
を
割
り
当
て
、
フ

（　
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ラ
ン
ス
人
の
国
外
流
出
を
防
ぐ
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
外
国
人
の
差
別
を
目
的
と
し
た
制
度

と
し
て
再
定
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

本
章
で
確
認
し
た
一
連
の
展
開
か
ら
分
か
る
の
は
、
十
六
世
紀
に
は
「
外
国
人
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
生
来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
定
義
や
外

国
人
差
別
法
の
拡
大
に
よ
っ
て
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
嫌
悪
の
風
潮
を
背
景
と
し
て
否
定
的
な
価
値
や
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
き
、
歴

史
的
な
構
築
物
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
永
続
的
な
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

非
歴
史
的
で
本
質
主
義
的
な
「
外
国
人
」
の
観
念
は
、
外
国
人
へ
の
制
度
的
な
差
別
を
正
当
化
す
る
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。
次
章
で
は
こ
の

点
を
詳
し
く
検
討
す
る
。

　
　
　
　
第
二
章
　「
自
然
」
な
外
国
人
排
除

　

十
六
世
紀
後
半
か
ら
十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
外
国
人
を
フ
ラ
ン
ス
人
の
様
々
な
特
権
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
捉
え

ら
れ
て
い
た
。
本
章
で
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
法
的
・
政
治
的
な
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
か
を
、
当
時
の
法
学
者
に
共
有
さ

れ
て
い
た
王
国
の
一
体
性
を
め
ぐ
る
政
治
的
言
説
と
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
は
じ
め
と
す
る
外
国
人
差
別
法
が
組
み
込
ま
れ
た
法
体
系
に
関

す
る
学
説
か
ら
考
察
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
王
権
の
外
国
人
の
受
入
れ
や
歓
待
が
、
ど
の
よ
う
な
論
理
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
た
の
か

を
分
析
す
る
。

　
　
　
　
　

第
一
節　

王
国
の
「
自
然
的
調
和
」

　

十
六
世
紀
後
半
の
法
学
者
ら
が
、
外
国
人
を
疑
わ
し
い
存
在
や
潜
在
的
な
害
悪
と
捉
え
た
背
景
に
は
、
外
国
人
が
国
王
や
王
国
と
生
ま
れ
に

よ
る
繋
が
り
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
な
忠
誠
心
を
備
え
て
い
な
い
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
パ
ポ
ン
は
、「
穏
や
か
で

（　
　

）
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揺
る
ぎ
な
い
あ
ら
ゆ
る
者
に
は
、
自
分
の
故
郷
へ
の
特
別
な
慈
愛
と
自
然
な
愛
着
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
」
で
あ
る
た

め
、
ひ
と
が
「
他
所
に
落
ち
着
き
先
を
見
つ
け
、
生
ま
れ
た
場
所
を
離
れ
よ
う
と
す
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
だ
」
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
パ
ポ
ン
に
よ

れ
ば
、
生
来
の
住
民
の
共
同
体
は
彼
ら
を
育
む
気
候
と
土
地
、
そ
し
て
家
族
、
友
人
、
隣
人
の
相
互
の
信
頼
と
扶
助
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い

る
が）（（
（

、
外
国
人
は
そ
う
し
た
繋
が
り
を
も
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

　
　

�

神
の
法
に
よ
っ
て
も
人
間
の
法
に
よ
っ
て
も
、
外
国
人
は
恐
れ
疑
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
王
国
の
秘
密
を
忠
実
に
保
持
す
る

か
裏
切
り
に
よ
り
そ
れ
を
暴
露
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
そ
う
で
あ
る
。
外
国
人
は
決
し
て
元
来
の
住
民
と
同
じ
く
ら
い
忠
実
で
あ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
元
来
の
住
民
は
常
に
自
ら
の
祖
国
の
安
寧
に
友
情
、
熱
意
、
配
慮
を
も
ち
、
裏
切
る
よ
り
も
む
し
ろ
苦
し
む
こ

と
を
望
む
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
外
国
人
に
は
期
待
も
希
望
も
で
き
な
い
だ
ろ
う）（（
（

。

不
自
然
な
存
在
で
あ
る
外
国
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
や
フ
ラ
ン
ス
人
に
害
を
な
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
彼
ら
を
フ
ラ
ン
ス
人
の
諸
特
権
か
ら

除
外
す
る
こ
と
は
当
然
視
さ
れ
る
。「
な
ぜ
な
ら
他
の
王
国
や
邦く

にpays

で
生
ま
れ
、［
フ
ラ
ン
ス
］
国
王
の
統
治
に
服
し
て
い
な
い
も
の
は
、

い
た
る
と
こ
ろ
で
疑
わ
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
［
官
職
と
聖
職
禄
］
を
保
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
う
し
た
考
え
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
国
で
の
生
ま
れ
に
よ
る
「
土
着
性
」
と
国
や
君
主
へ
の
忠
誠
心
の
間
の
強
い
連
関
で
あ

る
。
生
来
の
住
民
と
国
王
・
国
家
の
自
然
な
政
治
的
結
合
と
い
う
こ
の
考
え
は
、
外
国
で
の
生
ま
れ
に
よ
り
そ
の
繋
が
り
を
も
ち
え
な
い
外
国

人
を
猜
疑
し
排
除
す
る
た
め
の
強
力
な
論
拠
と
な
っ
た）（（
（

。
こ
の
政
治
的
言
説
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
気
候
風
土
論
に
加
え
て
宗
教
戦
争
期
か
ら

十
七
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
外
国
人
嫌
悪
の
風
潮
に
よ
っ
て
後
押
し
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
中
世
末
期
か
ら
継
承
し
た
王
国
の

「
自
然
的
調
和
」
の
観
念
に
も
影
響
さ
れ
て
い
た
。
中
世
史
家
Ｊ
・
ク
リ
ナ
ン
に
よ
れ
ば
、
早
く
も
百
年
戦
争
期
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
と
臣

民
を
つ
な
ぐ
「
自
然
の
絆
」lien�naturel

と
い
う
考
え
に
も
と
づ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
よ
る
統
治
を
正
統
と
し
外
国
に
よ
る
支
配
を

「
不
自
然
」
と
し
て
退
け
る
、
愛
国
的
な
言
説
が
形
成
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
生
来
の
敵
」
で
あ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
か
ら
「
生
来

の
国
」
フ
ラ
ン
ス
を
守
る
こ
と
は
、
自
然
と
神
の
秩
序
に
即
し
て
王
位
を
継
承
し
た
「
自
然
な
君
主
」
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
生
来
の
忠
誠

（　
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を
も
つ
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
自
然
」
な
義
務
で
あ
る
。
住
民
と
王
国
と
国
王
の
根
本
的
な
一
致
が
自
然
の
規
則
と
創
造
主
た
る
神
の
意
思
に
由
来

す
る
と
い
う
こ
の
言
説
に
お
い
て
は
、
外
国
人
は
そ
の
存
在
自
体
が
物
事
の
あ
る
べ
き
姿
に
反
す
る
「
他
者
」
と
し
て
表
象
さ
れ
た
。

　

ク
リ
ナ
ン
は
こ
う
し
た
観
念
の
持
続
の
背
景
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
自
然
観
と
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
恩
寵
の
両
立
を
可
能
に
し
た

ト
マ
ス
主
義
の
長
期
的
な
影
響
を
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。
法
思
想
史
家
Ｍ
・
ヴ
ィ
レ
に
よ
る
と
、
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
神
学
は
、
自
然
は
そ
れ
自

体
善
で
調
和
し
て
い
て
お
り
外
的
世
界
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
共
通
す
る
秩
序
を
構
成
す
る
と
い
う
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的
論
的
自
然
観
に
、

世
界
を
神
の
被
造
物
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
接
続
さ
せ
た）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
世
界
は
神
の
超
越
的
理
性
に
由
来
す
る
「
永
遠
法
」
に
よ
っ

て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
各
被
造
物
を
統
御
す
る
「
自
然
法
」
も
「
永
遠
法
」
に
服
し
て
い
る）（（
（

。
各
被
造
物
に
備
わ
っ
た
「
本
性
」
は
神
が

計
画
し
た
「
あ
る
べ
き
姿
」、「
目
的
」
へ
と
被
造
物
を
導
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
こ
そ
が
善
で
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
悪

な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
に
お
い
て
は
、「
自
然
」
は
神
の
摂
理
と
結
び
つ
く
完
全
で
善
な
る
も
の
で
あ
り
、「
自
然
の
秩
序
」
や

「
自
然
法
」
は
神
の
法
に
由
来
す
る
が
ゆ
え
の
絶
対
的
な
正
統
性
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
主
義
的
自
然
観
に
立
脚
す
れ
ば
、
王
国
の

「
自
然
的
調
和
」
の
言
説
に
お
い
て
も
、
生
来
の
住
民
が
王
国
と
国
王
に
愛
着
と
忠
誠
の
絆
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
「
自
然
」
す
な
わ

ち
物
事
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
外
国
人
は
こ
の
調
和
の
外
部
に
位
置
す
る
不
自
然
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
潜
在
的
な
害
悪
と
し
て
住
民
共
同

体
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
論
理
構
造
に
お
い
て
は
、
外
国
人
を
フ
ラ
ン
ス
人
の
共

同
体
と
そ
の
財
や
特
権
か
ら
排
除
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
制
度
的
に
体
現
す
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
や
他
の
外
国
人
差
別
法
は
、
す
べ
て

「
自
然
」
に
適
う
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
。
十
六
世
紀
に
は
外
国
人
差
別
に
対
す
る
根
本
的
な
異
議
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
は
必
然
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。　

（　
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第
二
節　
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
の
学
説
の
形
成

　

こ
う
し
た
王
国
の
「
自
然
」
な
一
体
性
を
唱
え
る
言
説
に
加
え
て
、
十
六
世
紀
後
半
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
自
立
的
な
国
民
法
と
し
て
の
「
フ
ラ

ン
ス
法
」
の
学
説
が
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
や
他
の
外
国
人
差
別
法
が
フ
ラ
ン
ス
に
適
し
た
法
と
み
な
さ
れ
る
論
拠
を
提
供
し
た
。「
フ
ラ
ン

ス
法
」
の
概
念
の
形
成
は
、「
法
的
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
」
と
も
呼
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
が
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
や
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
威
か
ら
の
独

立
と
主
権
国
家
化
を
図
る
動
き
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
る）（（
（

。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
法
の
普
遍
的
権
威
へ
の
異
議
申
し
立
て
で

あ
っ
た
。

　

法
制
史
家
Ｊ
＝
Ｌ
・
テ
ィ
ロ
に
よ
る
と
、
十
一
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
受
容
さ
れ
て
以
来
「
普
通
法
」jus�com

m
une

と
し
て
神
聖
化
さ

れ
て
い
た
ロ
ー
マ
法
の
権
威
が
、
十
六
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
国
民
主
義
の
高
ま
り
と
人
文
主
義
的
な
法
学
研
究
の
流
れ
の
な
か
で

二
重
に
相
対
化
さ
れ
た）（（
（

。
第
一
に
、
主
権
の
排
他
的
保
持
者
で
あ
る
国
王
＝
国
家
に
よ
っ
て
発
布
さ
れ
た
法
の
み
に
強
制
力
を
認
め
る
実
定
法

主
義
の
立
場
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
を
支
配
し
た
こ
と
の
な
い
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
が
発
布
な
い
し
編
纂
さ
せ
た
法
典
が
フ
ラ
ン
ス
で
効
力
を
も

つ
と
い
う
考
え
が
否
定
さ
れ
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
国
王
立
法
の
増
加
と
、
慣
習
法
の
編
纂
・
改
定
事
業
に
見
ら
れ
る
慣
習
法
の
「
国

王
法
化
」
を
通
し
て
、「
法
の
国
家
化
」
が
進
行
し
て
い
た）（（
（

。
実
定
法
主
義
は
こ
う
し
た
国
王
を
中
心
と
す
る
法
の
国
家
化
の
顕
著
な
表
現
で

あ
り
、
ガ
リ
カ
ニ
ス
ム
を
推
進
す
る
高
等
法
院
の
司
法
官
や
弁
護
士
た
ち
の
支
持
を
得
て
い
た）（（
（

。

　

第
二
に
、「
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
」
の
批
判
的
研
究
を
通
し
て
そ
の
不
完
全
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
な
か
で
、
ロ
ー
マ
法
の
権
威
の
基

礎
と
な
っ
て
い
た
「
合
理
性
」
に
疑
問
が
呈
さ
れ
、
時
代
や
地
域
を
超
越
す
る
「
普
通
法
」
と
い
う
概
念
自
体
が
拒
絶
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ロ
ー
マ
法
は
歴
史
的
・
地
理
的
に
相
対
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
法
体
系
は
特
定
の
時
代
や
集
団
に
固
有
の
諸
条
件
や
精
神
を
表
現
す

る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
ボ
ダ
ン
と
同
郷
で
同
時
代
に
活
動
し
た
法
学
者
ピ
エ
ー
ル
・
エ
ロ
は
一
五
六
四
年
に
著
し
た
論
考
に
お
い

て
、
地
域
ご
と
に
空
気
は
違
っ
て
も
あ
る
邦く

に

の
住
民
に
と
っ
て
そ
の
土
地
の
空
気
が
最
良
で
あ
る
よ
う
に
、「
法
や
政
治
制
度
」
も
邦
ご
と
に

（　
　

）
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多
様
だ
が
、「
各
々
の
市
民
は
自
分
の
邦
の
風
習
と
条
件
を
気
に
入
っ
て
い
る
」
と
論
じ
た）（（
（

。
ボ
ダ
ン
は
さ
ら
に
『
国
家
論
』
の
な
か
で
、
各

民
族
に
は
固
有
の
「
生
得
的
気
質
」naturel�des�peuples

、
す
な
わ
ち
そ
の
国
の
自
然
条
件
や
文
化
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
精
神

が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
気
質
」
に
適
し
た
統
治
形
態
が
存
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る）（（
（

。
こ
う
し
た
法
の
個
別
主
義
の
考
え
を
背
景

に
、
ロ
ー
マ
法
は
「
普
通
法
」
で
は
な
く
ひ
と
つ
の
国
民
法
、
つ
ま
り
「
ロ
ー
マ
人
の
法
」
で
あ
り
、
必
ず
し
も
フ
ラ
ン
ス
人
に
適
し
た
法
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
法
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
効
力
が
疑
問
視
さ
れ
る
な
か
で
、「
フ
ラ
ン
ス
法
」
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
生
得
的
気
質
」
に

合
致
す
る
法
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
は
、
国
王
立
法
、
諸
地
域
慣
習
法
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
借
用
し
た
一
般
原
則
、
高
等

法
院
の
規
律
裁
決
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
な
か
で
も
古
く
か
ら
王
国
に
存
在
し
私
法
の
大
半
を
支
配
す
る
慣
習
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
的
個
別
性

の
最
良
の
証
明
と
み
な
さ
れ
た）（（
（

。
さ
ら
に
、
慣
習
法
は
地
域
ご
と
の
多
様
性
や
矛
盾
が
大
き
か
っ
た
た
め
、
諸
地
域
の
慣
習
法
の
比
較
検
討
や
、

高
等
法
院
判
例
や
ロ
ー
マ
法
に
も
と
づ
く
補
完
作
業
を
通
じ
て
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
全
体
に
適
用
可
能
な
「
普
通
慣
習
法
」droit�com

m
un�

coutum
ier

と
い
う
、
新
た
な
法
体
系
の
学
説
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
か
つ
て
の
「
普
通
法
」
に
代
わ
り
、
王
国
の
法
的
な

一
体
性
を
実
現
す
る
国
民
法
と
し
て
の
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
の
学
説
が
確
立
さ
れ
た
。
王
権
は
一
六
七
九
年
の
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
ア
ン
＝
レ

王
令
に
よ
り
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
を
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
に
並
ぶ
大
学
の
科
目
と
し
て
創
設
し
、
そ
の
学
説
を
公
的
に
承
認
し
た）（（
（

。
そ
の
教
育
に

お
い
て
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、「
普
通
慣
習
法
」
の
一
般
原
則
の
抽
出
を
目
指
し
て
法
学
者
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ロ
ワ
ゼ
ル
が
一
六
〇
七
年
に
上

梓
し
た
『
慣
習
法
提
要
』
で
あ
っ
た）（（
（

。
元
来
、
諸
地
域
慣
習
法
に
記
載
さ
れ
て
き
た
「
オ
バ
ン
」
の
相
続
上
の
制
限
や
政
治
的
な
無
能
力
、
外

国
人
遺
産
取
得
権
に
つ
い
て
も
、
こ
の
著
作
で
改
め
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
の
一

部
だ
っ
た
の
で
あ
る）（（
（

。

　

法
の
国
家
化
・
国
民
化
へ
と
向
か
う
こ
う
し
た
動
き
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
古
く
か
ら
存
在
す
る
慣
習
や
国
家
の
承
認
を
受
け
た
実
定
法

は
、
そ
の
内
容
と
は
無
関
係
に
、
王
国
と
フ
ラ
ン
ス
人
に
適
し
た
法
と
し
て
正
統
性
を
付
与
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
法
体
系
に
組
み
込
ま

（　
　

）
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れ
て
い
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
も
他
の
外
国
人
差
別
法
も
正
統
な
法
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
た
と
い
え
る
。
十
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
ラ
プ

ラ
ン
シ
ュ
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
そ
の
古
さ
ゆ
え
に
、「
フ
ラ
ン
ス
君
主
制
の
基
本
法
」
の
ひ
と
つ
と
目
し
て
い
た）（（
（

。

　
　
　
　
　

第
三
節　

王
権
の
外
国
人
受
入
れ
の
論
理

　

以
上
の
よ
う
に
、
外
国
人
を
異
物
と
す
る
王
国
の
一
体
性
の
考
え
や
、
国
民
法
と
し
て
の
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
の
学
説
に
も
と
づ
い
て
、
外
国

人
を
フ
ラ
ン
ス
人
の
集
合
的
な
財
や
特
権
か
ら
排
除
す
る
法
制
度
が
理
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
本
節
で
は
、

こ
う
し
た
理
念
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
に
、
王
権
に
よ
る
外
国
人
の
受
入
れ
や
歓
待
は
ど
の
よ
う
な
論
理
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
の
か
を

考
察
す
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、
王
権
は
中
世
末
期
か
ら
王
国
の
発
展
に
資
す
る
有
益
な
外
国
人
に
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
免
除
し
、
王
国
へ
の
定
着
を

促
す
政
策
を
と
っ
て
い
た
。
外
国
人
の
受
入
れ
は
フ
ラ
ン
ス
王
権
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
「
伝
統
」
を
構
成
し
て
お
り
、
帰
化
認
可
状
の
前
文
に

は
外
国
人
に
帰
化
の
恩
恵
を
与
え
る
の
は
先
代
の
王
た
ち
の
「
模
倣
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た）（（
（

。
ロ
ワ
ゼ
ル
の
孫
で
、
自
身
も
高

等
法
院
弁
護
士
を
務
め
た
ク
ロ
ー
ド
・
ジ
ョ
リ
も
、
一
六
五
二
年
の
著
作
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
々
、
特
に
外
国
人
に

対
す
る
穏
和
、
礼
節
、
正
義
、
公
明
に
よ
っ
て
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
国
民
に
知
ら
れ
て
」
お
り
、「
早
く
も
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
時
代
か
ら
そ

の
卓
越
し
た
証
拠
が
存
在
す
る
」
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。

　

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
十
五
世
紀
末
か
ら
旧
体
制
末
期
ま
で
、
政
治
的
・
宗
教
的
避
難
者
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
経
済
理
論
家
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
・
ド
・
モ
ン
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
が
『
政
治
経
済
論
』（
一
六
一
五
年
）
の
な
か
で
「
フ
ラ
ン
ス
に
は
大
昔
か
ら
自
由
の
真
の
住
処
が
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
が
も
つ
こ
の
栄
誉
は
他
の
ど
の
国
に
も
譲
渡
で
き
な
い
」
と
主
張
し
た
よ
う
に）（（
（

、
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
自
由
の
地
、「
痛
み
苦
し
む
人

の
避
難
場
所
」
を
自
任
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
自
己
表
象
は
外
国
人
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人

聖
職
者
の
あ
る
帰
化
認
可
状
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
た
め
の
「
避
難
場
所
」
と
す
る
記
述
が
確
認
で
き
る）（（
（

。
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こ
う
し
た
外
国
人
の
受
入
れ
は
王
権
の
公
的
な
言
説
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
君
主
制
の
卓
越
性
を
例
証
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
、

外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
臣
民
よ
り
も
冷
遇
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
臣
民
と
同
等
の
自
由
を
与
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

は
国
王
の
特
別
な
寛
大
さ
の
表
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
の
が
、
ア
ン
リ
三
世
が
一
五
八
七
年
九
月
に
発
布
し
た
あ
る
王
令
で
あ

る
。
こ
の
王
令
は
、
王
国
に
い
る
外
国
人
銀
行
家
、
商
人
、
仲
買
人
に
、
取
引
の
自
由
を
認
め
る
代
わ
り
に
納
税
を
求
め
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
そ

の
前
文
を
み
る
と
、「
先
代
の
国
王
た
ち
が
臣
民
の
み
な
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
外
国
人
に
与
え
た
、
王
国
で
安
全
に
住
み
取
引
と
商
売
を
す
る
自
由

の
た
め
に
、
こ
の
王
国
は
あ
ら
ゆ
る
君
主
国
の
あ
い
だ
で
偉
大
で
壮
麗
と
み
な
さ
れ
て
き
た
」
と
し
て
王
国
の
外
国
人
受
入
れ
の
伝
統
に
言
及

し
た
う
え
で
、「
先
代
の
国
王
た
ち
と
同
じ
動
機
」
に
よ
り
、「
余
の
臣
民
と
同
じ
く
ら
い
余
へ
の
奉
仕
に
愛
着
を
も
つ
」
と
認
め
ら
れ
た
外
国

人
に
は
、「
で
き
る
だ
け
好
意
的
に
扱
い
、
彼
ら
に
余
の
支
配
に
服
す
地
に
一
層
住
ま
う
機
会
を
与
え
、
あ
た
か
も
余
の
生
来
の
臣
民
で
あ
る

か
の
よ
う
な
同
じ
特
権
、
権
利
、
自
由
を
享
受
さ
せ
た
い
」
と
し
て
、
納
税
に
よ
る
国
王
財
政
へ
の
支
援
を
命
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国

人
に
対
す
る
選
択
的
課
税
さ
え
も
、
国
王
に
よ
る
外
国
人
へ
の
「
好
意
的
」
な
受
入
れ
の
一
環
で
あ
り
、
外
国
人
に
特
別
の
恩
恵
を
与
え
る
措

置
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
そ
れ
自
体
は
君
主
制
の
卓
越
性
と
矛
盾
せ
ず
、
王
国
で
の
外
国
人
の
処
遇
は
こ
の
制
度
に
様
々
な
免
除
を

認
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
外
国
人
に
好
意
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た）（（
（

。
ボ
ダ
ン
は
『
国
家
論
』
に
お
い
て
、
王
国
で
は
外
国
人
が
不
動
産
を
含
む

あ
ら
ゆ
る
財
産
を
獲
得
・
売
却
・
生
前
贈
与
で
き
帰
化
も
容
易
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
た
う
え
で
、「
王
国
外
で
死
亡
し
た
外
国
人
に
フ
ラ
ン

ス
で
獲
得
し
た
財
産
を
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
有
償
で
許
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
を
母
親
が
外
国
人
で
な
け
れ
ば
相

続
人
に
で
き
る
」
こ
と
か
ら
、「
こ
の
王
国
で
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
や
リ

ヨ
ン
の
大
市
に
集
う
外
国
商
人
へ
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
免
除
を
国
王
の
「
特
別
の
善
意
」
と
表
現
し
、「
外
国
人
は
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、

東
方
全
域
に
お
い
て
受
け
て
い
た
よ
り
も
は
る
か
に
好
意
的
な
処
遇
を
フ
ラ
ン
ス
で
受
け
て
い
る
」
と
主
張
し
た）（（
（

。
同
様
に
パ
ポ
ン
も
、
外
国

人
が
「
捕
虜
、
敵
、
奴
隷
と
み
な
さ
れ
て
」
い
た
「
ロ
ー
マ
人
の
法
」
に
比
べ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
「
三
つ
の
制
限
か

（　
　

）
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ら
な
る
穏
和
で
好
意
的
な
規
定
」
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
差
別
法
の
存
在
は
必
ず
し
も
国
家
の
文

明
性
を
損
な
わ
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
う
え
で
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
効
力
を
緩
和
す
る
措
置
を
設
け
て
い
る
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
は
他

よ
り
秀
で
て
い
る
と
い
う
認
識
が
提
示
さ
れ
た
。
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
フ
ラ
ン
ス
の
歓
待
の
国
と
し
て
の
自
己
表
象
と
齟
齬
を
き
た
し
て
は

い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
章
で
の
分
析
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
外
国
人
の
好
意
的
な
受
入
れ
は
国
家
の
卓
越
性
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
み
な
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
異
な
る
性
質
を
も
ち
、
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
「
自
然
の
絆
」
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
外
国
人
を
排
除

す
る
制
度
は
、
自
然
の
理
に
適
っ
て
い
る
う
え
に
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
「
生
得
的
気
質
」
に
も
合
致
し
て
い
る
た
め
、
外
国
人
の
歓
待
や
国
家
の

文
明
性
と
本
質
的
に
矛
盾
し
な
い
ば
か
り
か
、
彼
ら
へ
の
「
好
意
的
」
処
遇
は
国
王
の
特
別
な
恩
恵
の
表
明
に
分
類
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

う
し
た
思
考
の
枠
組
み
か
ら
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
へ
の
批
判
は
生
じ
え
な
い
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
制
度
へ
の
批
判
は
可
能
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
は
じ
ま
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
批
判
の
言
説
を
分
析
し
、
そ
の
展
開
と
普

及
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
第
三
章
　
外
国
人
の
権
利
と
国
家
の
文
明
性

　

近
世
の
自
然
法
思
想
が
十
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ラ
マ
ン
カ
大
学
で
発
展
し
た
後
期
ス
コ
ラ
哲
学
に
起
源
を
も
つ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
人
間
も
動
物
も
同
じ
性
向
を
共
有
し
、
客
観
的
に
観
察
可
能
な
自
然
の
法
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
古
典
的
な
自
然
法
思

想
に
対
し
て
、
人
間
に
は
固
有
の
本
性
が
備
わ
っ
て
お
り
、
自
然
法
は
そ
の
理
性
的
な
本
性
の
認
識
に
依
拠
す
る
と
す
る
、
近
世
の
個
人
主
義

的
で
権
利
主
体
に
関
す
る
自
然
法
思
想
が
誕
生
し
発
展
し
た）（（
（

。
し
か
し
、
こ
う
し
た
展
開
が
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
批
判
の
理
論
的
な
基
礎
を

提
供
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
、
十
七
世
紀
以
降
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
対
す
る
批
判
の
展
開
を
た
ど
る
こ
と
で
、

（　
　

）
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外
国
人
の
処
遇
に
関
す
る
規
範
的
な
考
え
方
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　
　
　

第
一
節　

外
国
人
遺
産
取
得
権
の
批
判
の
は
じ
ま
り

　

人
間
本
性
に
も
と
づ
い
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
権
利
の
ひ
と
つ
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
所
有
権
が
あ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は

『
戦
争
と
平
和
の
法
』（
一
六
二
五
年
）
に
お
い
て
、
神
の
意
思
に
よ
り
人
間
本
性
に
備
わ
っ
た
社
会
性
が
法
の
源
で
あ
り
、
こ
の
生
来
の
社
会

性
は
人
に
他
者
の
財
産
を
奪
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
、
所
有
権
の
尊
重
は
自
然
法
で
あ
る
と
し
た）（（
（

。
そ
し
て
自
身
が
所
有
す
る
財
産
を
譲

渡
す
る
自
由
も
同
様
に
自
然
法
で
あ
る
た
め
、
そ
の
一
手
段
で
あ
る
「
遺
言
を
す
る
権
利
も
そ
の
本
質
に
お
い
て
所
有
権
と
密
接
に
結
び
つ
い

て
い
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、「
外
国
人
に
遺
言
を
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
」
規
定
は
「
外
国
人
が
敵
扱
い
さ
れ
て
い
た
時
代
に
由
来
」
し
、「
よ
り

文
明
化
さ
れ
た
諸
国
民
に
お
い
て
は
正
当
な
理
由
で
廃
止
さ
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
た）（（
（

。
名
指
し
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
外

国
人
遺
産
取
得
権
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。

　
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
は
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
（
一
六
四
八
年
）
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
国
際
法
典
」
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
成

功
を
収
め）（（
（

、
一
七
二
四
年
に
は
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ベ
ラ
ッ
ク
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
も
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
著
作
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
相
続
を

め
ぐ
る
問
題
が
も
は
や
国
内
の
実
定
法
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
然
法
や
国
際
法
の
領
域
に
も
ま
た
が
る
も
の
と
な
っ
た
。
実
際
に
、
ク
リ

ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
や
後
述
す
る
エ
メ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
と
い
っ
た
後
世
の
自
然
法
・
国
際
法
学
者
も
、
遺
言
権
は
自
然
法
で
あ
り
、

外
国
人
の
遺
言
権
も
外
国
人
が
祖
国
で
有
す
る
相
続
権
も
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
対
す
る
批
判
的
見
解
を
示

し
た）（（
（

。
こ
う
し
た
主
張
は
、「
生
ま
れ
の
瑕
疵
」
に
よ
る
外
国
人
の
先
天
的
差
異
を
前
提
と
し
、
王
国
を
個
人
の
相
続
上
の
能
力
を
決
定
す
る

基
準
と
す
る
考
え
方
に
対
し
て
根
本
的
な
批
判
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
新
し
い
主
張
は
す
ぐ
に
一
般
的
な
共
感
を
獲
得
し
た
と
は
い
い
が
た
い
。「
厳
粛
な
同
盟
と
契
約
」（
一
六
四
三
年
）
へ
の
署
名
を

拒
否
し
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
貴
族
ラ
ル
フ
・
ヴ
ァ
ー
ニ
ー
卿
は
、
一
六
五
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
妻
が
死
亡
し
た
際
そ
の
財
産

（　
　

）
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を
危
う
く
没
収
さ
れ
か
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
覚
書
』
の
な
か
で
外
国
人
遺
産
取
得
権
や
フ
ラ
ン
ス
君
主
制
に
対
す
る
不
満
を
表
し
て
い

な
い）（（
（

。
し
か
し
、
十
七
世
紀
半
ば
頃
か
ら
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
「
歓
待
」hospitalité

に
反
す
る
と
す
る
見
解
が
自
然
法
や
国
際
法
に
関

す
る
著
作
以
外
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
で
あ
り
、
ル
イ
十
四
世
の
弟
ア
ン
ジ
ュ
ー
公
の
家
庭
教
師

を
務
め
た
著
述
家
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ラ
・
モ
ト
ゥ
・
ル
・
ヴ
ェ
イ
エ
は
、
一
六
四
三
年
に
出
版
し
た
「
祖
国
と
外
国
人
に
つ
い
て
」
と
題
す

る
小
論
文
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
オ
ベ
ー
ヌ
」A

ubene�

［A
ubaine

］
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
古
名
「
ア
ル
ビ
オ
ン
」A

lbion

か
ら
派

生
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
「
外
国
人
に
敵
対
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
を
表
現
す
る
の
に
適
し
た
単
語
を
ひ
と
つ
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
フ
ラ

ン
ス
人
の
歓
待
」
を
示
し
て
い
る
と
主
張
し
た）（（
（

。
つ
ま
り
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
外
国
人
の
歓
待
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
こ

の
制
度
が
フ
ラ
ン
ス
に
内
在
的
で
は
な
い
と
弁
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
ト
レ
ヴ
ー
辞
典
』
の
名
で
知
ら
れ
る
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
手

に
よ
る
『
フ
ラ
ン
ス
・
ラ
テ
ン
汎
用
辞
典
』
の
初
版
（
一
七
〇
四
年
）
は
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
「
歓
待
と
自
然
的
自
由
」
に
反
す
る
「
憎

悪
法
」droit�haineux

と
表
現
し
て
い
る）（（
（

。
さ
ら
に
高
等
法
院
弁
護
士
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ド
・
ガ
マ
は
、
一
七
〇
六
年
の
あ
る
訴
訟
趣
意
書

に
お
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
人
旅
行
者
の
死
後
財
産
へ
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
適
用
に
反
対
す
る
論
拠
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
措
置
が
「
フ
ラ

ン
ス
が
他
の
諸
国
民
を
凌
駕
し
て
い
る
」
外
国
人
へ
の
「
歓
待
」
に
反
し
て
い
る
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る）（（
（

。
以
上
は
必
ず
し
も
外
国
人
の
権

利
の
明
確
な
擁
護
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
歓
待
と
両
立
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
名
声
を
傷
つ

け
る
慣
習
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

第
二
節　

外
国
人
遺
産
取
得
権
の
批
判
の
普
及

　

外
国
人
遺
産
取
得
権
に
対
す
る
批
判
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
十
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が

『
法
の
精
神
』（
一
七
四
八
年
）
に
お
い
て
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
ヴ
ィ
シ
ゴ
ー
ト
族
に
よ
る
ロ
ー
マ
帝
国
侵
入
の
際
に
導
入
さ
れ
た
「
非
常

識
」insensé

な
法
と
し
、
商
業
や
諸
国
民
の
交
流
へ
の
悪
影
響
を
強
調
し
た
影
響
は
大
き
か
っ
た）（（
（

。
一
七
五
六
年
に
は
『
百
科
全
書
』
第
六

（　
　

）

一
二
八
四



歓
待
と
差
別
（
見
瀬
）�

二
一

巻
の
「
外
国
人
」
項
目
に
お
い
て
、
騎
士
ジ
ョ
ク
ー
ル
は
、
商
業
が
国
家
と
人
類
の
発
展
に
大
き
な
貢
献
を
も
た
ら
す
こ
と
と
、
外
国
人
の
自

由
な
訪
れ
や
定
着
が
国
家
の
繁
栄
を
促
進
す
る
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
外
国
人
に
不
動
産
の
購
入
や
遺
言
や
財
産
の
自
由
な
処
分
を
許
さ
な
い

法
は
「
外
国
人
が
ほ
ぼ
敵
と
み
な
さ
れ
て
い
た
野
蛮
な
時
代
の
名
残
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
」
と
述
べ
た）（（
（

。
ま
た
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
王
国

の
人
口
増
加
を
阻
害
す
る
と
い
う
考
え
も
提
示
さ
れ
た
。
人
口
統
計
学
の
先
駆
者
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
・
モ
オ
は
『
フ
ラ
ン
ス
の

人
口
に
関
す
る
探
究
と
考
察
』（
一
七
七
八
年
）
に
お
い
て
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
「
外
国
人
を
わ
れ
わ
れ
の
国
か
ら
追
い
払
い
、
国
王
の
名

の
も
と
に
、
そ
の
臣
民
の
数
の
増
大
を
妨
げ
る
」「
非
常
に
未
開
で
野
蛮
で
不
条
理
な
法
」
と
批
判
し
た）（（
（

。

　

十
八
世
紀
中
葉
以
降
に
展
開
さ
れ
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
批
判
の
根
底
に
は
、
有
用
性
の
観
念
が
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
は
も
は
や
伝
統
主
義

や
国
民
主
義
の
観
点
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
国
家
の
繁
栄
や
人
類
の
幸
福
、
公
共
善
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
観
点

か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
の
が
、
グ
リ
ム
の
『
文
芸
通
信
』
の
一
七
六
四
年
五
月
一
日
付
の
記
事
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
グ
リ
ム
は
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ド
・
ロ
ピ
タ
ル
の
生
涯
』
と
い
う
新
刊
書
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
と
も
に
大
法
官
を
務
め
た
ロ
ピ
タ
ル

と
ダ
ゲ
ソ
を
比
較
し
て
、
後
者
を
「
開
明
的
で
な
い
レ
ジ
ス
ト
」
と
評
価
し
た
。
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
国
王
顧
問
会
議
に
お

い
て
「
野
蛮
で
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
有
害
な
」
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
廃
止
が
提
案
さ
れ
た
際
に
、
ダ
ゲ
ソ
が
「
王
権
の
最
も
古
い
法
」
で
あ

る
と
い
う
理
由
で
そ
れ
に
反
対
し
た
こ
と
で
あ
る）（（
（

。「
啓
蒙
の
世
紀
」
に
政
治
や
制
度
の
価
値
が
有
用
性
を
基
準
に
測
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な

か
で
、
伝
統
や
権
威
を
理
由
に
悪
弊
を
維
持
す
る
こ
と
は
愚
か
な
行
為
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
啓
蒙
哲
学
者
に
よ
る
外
国
人
受
入
れ
論
は
、
交

易
が
諸
国
民
の
あ
い
だ
に
相
互
依
存
に
も
と
づ
く
平
和
と
協
調
を
も
た
ら
す
と
い
う
商
業
平
和
論
や）（（
（

、
人
口
増
加
に
よ
る
国
富
の
増
大
と
い
う

考
え
に）（（
（

立
脚
し
て
お
り
、
王
朝
の
利
害
に
応
じ
て
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
免
除
を
与
え
る
王
権
の
伝
統
的
な
外
国
人
政
策
と
は
精
神
に
お
い
て

異
な
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
啓
蒙
期
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
批
判
は
有
用
性
だ
け
で
な
く
「
慈
悲
」hum

anité

の
観
念
に
も
立
脚
し
て
い
た
。
サ
ン
＝
ピ

エ
ー
ル
が
『
永
久
平
和
論
』（
一
七
一
三
年
）
を
著
し
、
戦
争
に
よ
る
領
土
の
防
衛
や
拡
張
よ
り
も
外
交
に
よ
る
平
和
の
実
現
と
維
持
が
重
視
さ

（　
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れ
る
「
平
和
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
時
代
に
あ
っ
て
、「
慈
悲
」
は
他
者
の
痛
み
を
思
い
、
隷
従
、
迷
信
、
悪
徳
、
不
幸
の
廃
止
を
望
み
、
隣

人
の
た
め
に
ひ
と
を
善
行
へ
と
駆
り
立
て
る
「
高
貴
で
崇
高
な
情
熱
」
と
し
て
称
揚
さ
れ
た）（（
（

。
そ
の
な
か
で
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
慈
悲
が

な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
無
慈
悲
」inhum

ain

で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ヌ
シ
ャ
テ
ル
出
身
の
法
学
者
・
外
交
官
エ
メ
ー
ル
・

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
、
当
時
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
主
著
『
万
民
法
あ
る
い
は
自
然
法
の
諸
原
則
』（
一
七
五
八
年
）
に
お
い
て
、
外
国
人
遺
産
取

得
権
が
外
国
人
の
財
産
を
国
庫
に
「
不
公
正
」
に
も
取
得
さ
せ
る
法
で
あ
る
と
説
明
し
た
う
え
で
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
依
拠
し
な
が
ら
こ
の
制

度
の
起
源
は
ロ
ー
マ
人
に
あ
る
と
推
測
し
、「
こ
れ
ほ
ど
賢
明
な
人
々
が
こ
れ
ほ
ど
無
慈
悲
な
法
を
保
持
し
た
の
は
、
報
復
措
置
の
必
要
か
ら

だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
手
段
で
は
野
蛮
な
諸
国
民
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
文
学
批
評
家
で
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
を
代
表
す
る
歴
史
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
の
著
作
の
翻
訳
者
で
も
あ
る
ジ
ャ
ン
＝
バ
テ
ィ
ス
ト
＝
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ア
ー
ル
は
、
一
七
七
四
年
八
月
の
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
入
会
演
説
に
お
い
て
、「
慈
悲
」
を
国
民
間
の
憎
悪
や
戦
争

と
対
置
し
、「
不
興
を
買
う
危
険
を
冒
し
て
で
も
慈
悲
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
勇
気
は
開
明
的
な
時
代
に
し
か
な
い
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
外

国
人
遺
産
取
得
権
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

�

外
国
人
遺
産
取
得
権
は
、
諸
国
民
を
侮
辱
す
る
法
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
民
が
こ
れ
を
嫌
悪
し
な
が
ら
保
持
し
て
い
ま
し
た
が
、
我
々
の

も
と
で
も
廃
止
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
野
蛮
な
法
が
君
主
制
の
最
も
古
い
法
だ
か
ら
、
と
い
う
も

の
で
す
。
し
か
し
哲
学
が
や
っ
て
き
て
、
国
王
、
大
臣
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
諸
国
民
の
最
も
古
い
法
が
野
蛮
な
法
な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
そ

れ
を
急
い
で
失
効
さ
せ
て
恥
辱
を
そ
そ
ぐ
べ
き
だ
、
と
言
い
ま
し
た）（（
（

。

こ
の
よ
う
な
外
国
人
遺
産
取
得
権
批
判
は
、
外
国
人
は
王
国
に
と
っ
て
有
益
な
人
材
や
労
働
力
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
戦
争
回
避
や
人
類
の
幸

福
実
現
と
い
う
諸
国
民
に
共
通
の
目
標
の
も
と
、
共
感
や
慈
愛
の
感
情
を
も
っ
て
接
す
べ
き
隣
人
、
同
類
者
と
し
て
扱
う
べ
き
存
在
だ
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
考
え
に
賛
同
を
示
す
こ
と
は
、
自
ら
の
精
神
の
開
明
性
を
示
し
哲
学
者
た
ち
の
共
同
体
へ
の

帰
属
を
表
明
す
る
卓
越
化
の
振
る
舞
い
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

（　
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そ
れ
ゆ
え
、
外
国
人
に
対
す
る
処
遇
が
文
明
の
指
標
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
十
八
世
紀
後
半
に
も
継
承
さ
れ
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
一
七

五
六
年
出
版
の
『
習
俗
論
』
に
お
い
て
、
東
洋
に
は
見
ら
れ
な
い
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
存
す
る
「
野
蛮
」
な
慣
習
の
一
例
と
し
て
外
国
人
遺
産

取
得
権
に
言
及
し
て
い
る）（（
（

。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
も
「
外
国
人
を
快
く
迎
え
入
れ
、
礼
儀
を
も
っ
て
接
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
事
に
お
い
て
世
話
好
き
な
性

格
を
示
す
こ
と
は
洗
練
さ
れ
た
国
民
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
し
て
、
外
国
人
へ
の
親
切
な
振
舞
い
を
国
民
の
義
務
だ
と
主
張
し
た）（（（
（

。
さ
ら
に
、
外

国
人
遺
産
取
得
権
は
フ
ラ
ン
ス
の
「
文
明
性
」
を
風
刺
す
る
た
め
の
格
好
の
材
料
に
も
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー

ン
は
一
七
六
八
年
に
出
版
し
た
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
』
に
お
い
て
、
七
年
戦
争
期
に
フ
ラ
ン
ス
の
港
町
カ
レ
ー
に
到
着
し
た
と

き
の
こ
と
を
話
者
ヨ
ー
リ
ッ
ク
を
通
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　

�

午
後
三
時
に
は
私
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
で
食
卓
に
着
き
、
鶏
肉
の
フ
リ
カ
ッ
セ
を
食
べ
て
い
ま
し
た
。
も
し
あ
の
晩
私
が
消
化
不

良
で
死
ん
だ
と
し
て
も
、
世
界
中
の
誰
も
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
効
力
を
停
止
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
私
の
シ
ャ
ツ
、
黒
い
絹
の
ズ

ボ
ン
、
旅
行
カ
バ
ン
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
フ
ラ
ン
ス
国
王
に
召
し
上
げ
ら
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
長
い
あ
い
だ
ず
っ
と
身
に
つ
け
て
い
て
、

エ
ラ
イ
ザ
、
お
墓
ま
で
持
っ
て
い
く
と
あ
な
た
に
話
し
て
い
た
あ
の
小
さ
な
肖
像
画
で
さ
え
、
私
の
首
か
ら
引
き
ち
ぎ
ら
れ
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
な
ん
て
容
赦
な
い
の
で
し
ょ
う
！
陛
下
の
臣
民
に
招
か
れ
て
海
岸
に
や
っ
て
き
た
の
ん
気
な
旅
人
の
形
見
の
品
ま
で
取
り
上

げ
る
な
ん
て
。
あ
あ
陛
下
！
こ
れ
は
あ
ん
ま
り
で
す
。
そ
れ
に
私
が
説
得
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
て
い

て
礼
儀
正
し
く
、
情
趣
と
繊
細
な
感
情
で
名
高
い
国
民
の
君
主
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
と
は
、
な
ん
と
も
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す）（（（
（

。

こ
の
よ
う
に
ス
タ
ー
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
口
に
し
た
が
ゆ
え
に
不
運
に
も
死
ん
で
し
ま
っ
た
旅
行
者
か
ら
、
金
銭
的
価
値
の
な
い
も
の
や

愛
着
の
対
象
も
含
め
す
べ
て
の
持
ち
物
を
奪
い
取
る
制
度
と
し
て
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
描
い
て
お
り
、
そ
の
不
条
理
と
不
寛
容
、
そ
し
て
そ

れ
が
体
現
す
る
、
文
明
的
で
洗
練
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
大
き
な
乖
離
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
風
刺
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
の

作
家
ヨ
ハ
ン
・
ペ
ツ
ル
が
一
七
八
三
年
に
出
版
し
、
各
種
翻
訳
に
よ
っ
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
読
ま
れ
た
風
刺
小
説
『
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ン
、

あ
る
い
は
哲
学
の
時
代
』
に
も
見
ら
れ
た
。

（　
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�「
い
と
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な
」
法
典
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
「
オ
ベ
ー
ヌ
」
法
だ
と
！
そ
れ
で
も
、『
法
の
精
神
』
を
生
み
出
し
た
の
は
こ
の

国
民
な
の
だ
。
な
ん
と
い
う
こ
と
だ
！
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
、
あ
の
偉
大
な
哲
学
者
［
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
］
も
、『
人
間
の
友
』［
ミ
ラ

ボ
ー
］
も
、
彼
ら
の
国
で
死
の
床
に
あ
る
哀
れ
な
外
国
人
が
国
王
の
名
の
も
と
に
横
領
さ
れ
身
ぐ
る
み
を
は
が
さ
れ
る
前
に
死
ね
る
よ
う

に
な
る
ほ
ど
に
は
、
同
胞
の
精
神
に
対
し
て
十
分
な
影
響
力
を
発
揮
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。［
中
略
］
私
が
思
う
に
、
こ
の
オ
ベ
ー

ヌ
は
「
黒
人
法
典
」
か
ら
、
あ
る
い
は
「
ア
ル
ジ
ェ
」
の
法
か
ら
、
も
し
く
は
「
い
と
も
タ
タ
ー
ル
的
な
」
法
典
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も

の
だ）（（（
（

。

「
オ
ベ
ー
ヌ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
外
国
人
の
財
産
の
相
続
と
い
う
元
来
の
意
味
か
ら
派
生
し
た
「
望
外
の
利
益
」
と
い
う
第
二
の
意
味
が
あ

る
。
作
者
は
こ
の
言
葉
を
斜
体
で
強
調
す
る
こ
と
で
、
外
国
人
に
と
っ
て
の
不
運
を
思
い
が
け
な
い
好
運
と
み
な
す
フ
ラ
ン
ス
人
の
貪
欲
さ
や

利
己
心
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
野
蛮
な
制
度
が
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
愛
や
啓
蒙
哲
学
の
崇
高
な
理
想
と
か
け
離
れ
て
い
て
、

い
か
に
フ
ラ
ン
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
外
国
人
の
相
続
権
の
尊
重
や
自
然
法
に
即
し
た
処

遇
は
十
八
世
紀
後
半
に
は
規
範
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
内
外
で
定
着
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
批
判
の
ひ
と
つ
の
ト
ポ
ス
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　

第
三
節　

外
国
人
遺
産
取
得
権
の
廃
止
へ
の
動
き

　

こ
う
し
た
動
き
と
並
行
し
て
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
起
源
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
見
出
す
説
が
一
部
の
法
学
者
の
間

に
広
ま
っ
た
。
一
七
五
四
年
に
『
国
王
主
権
と
そ
れ
に
付
随
す
る
諸
権
利
に
関
す
る
歴
史
的
論
考
』
を
著
し
た
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ポ
ー
ル
・

ラ
ガ
ル
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
創
設
し
た
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
が
「
外
国
人
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

で
の
不
動
産
の
相
続
を
禁
止
し
た
」
か
ら
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
与
え
な
い
権
利
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
に
対
し
て
拒
絶

す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
外
国
人
の
相
続
権
を
制
限
し
「
普
遍
的
な
自
然
法
に
立
脚
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
諸
原
則
を

最
初
に
破
っ
た
」
の
は
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
同
じ
措
置
で
報
復
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
の
説
は
ル
・
ブ
レ
の
『
国
王

（　
　

）
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主
権
論
』
の
記
述
を
歪
曲
し
た
も
の
で
あ
り）（（（
（

、
明
ら
か
に
虚
構
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
八
年
後
に
出
版
さ
れ
た
ボ
ス
ケ
の
『
王
領

と
王
領
権
に
関
す
る
理
論
的
事
典
』
は
こ
の
説
を
踏
襲
し
、
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
の
『
王
領
事
項
に
関
す
る
覚
書
』
も
、
ド
ゥ
ニ
ザ
ー
ル
の
判
例
事

典
第
八
版
（
一
七
八
三
年
）
も
、
こ
の
説
を
ひ
と
つ
の
見
解
と
し
て
取
り
上
げ
た）（（（
（

。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
成
立
の
責
任
を
外
国
に
押
し
つ
け
る
ポ
ー
ル
・
ラ
ガ
ル
ド
の
俗
説
が
、
出
版
を
通
し
て
拡
散

さ
れ
一
定
の
支
持
や
理
解
を
獲
得
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る）（（（
（

。
こ
れ
は
、
啓
蒙
哲
学
者
ら
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
倫
理
的
観
点
か
ら
は
擁
護
で

き
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
制
度
の
存
在
を
そ
れ
で
も
釈
明
し
よ
う
と
す
る
一
部
の
法
学
者
の
反
応
で
あ
っ
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
逆
説
的

に
、
国
王
主
権
や
王
領
権
を
擁
護
す
る
法
学
者
に
お
い
て
も
、
十
八
世
紀
後
半
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
批
判
は
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
の
説
得
力

と
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
王
政
の
な
か
に
も
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
廃
止
を
求
め
る
声
が
出
て
く
る）（（（
（

。
一
七
五
四
年
に
財
務
総
監
に
就
任

し
た
セ
シ
ェ
ル
は
、
リ
ー
ル
地
方
長
官
時
代
か
ら
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
効
力
を
停
止
す
る
方
が
王
国
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
た
。

ル
イ
十
六
世
治
世
初
期
に
ギ
ル
ド
廃
止
な
ど
の
一
連
の
改
革
を
断
行
し
た
財
務
総
監
テ
ュ
ル
ゴ
は
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
有
能
で
勤
勉
な
外

国
人
、
有
益
な
資
本
家
や
卸
売
業
者
を
王
国
か
ら
遠
ざ
け
る
と
し
て
、
国
家
と
財
政
の
た
め
に
こ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
さ
ら
に

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
出
身
の
ネ
ッ
ケ
ル
は
財
務
長
官
罷
免
後
に
出
版
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
財
政
論
』（
一
七
八
四
年
）
に
お
い
て
、
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
に

来
て
消
費
し
フ
ラ
ン
ス
産
品
を
購
入
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る
も
の
は
す
べ
て
不
合
理
で
あ
り
、「
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
そ
れ
に
よ
っ
て
財
産

を
奪
わ
れ
る
外
国
人
に
と
っ
て
よ
り
も
、
そ
れ
を
実
践
す
る
国
民
に
と
っ
て
有
害
」
で
あ
る
と
し
た）（（（
（

。
ネ
ッ
ケ
ル
は
一
七
八
〇
年
初
頭
、
当
時

宰
相
の
地
位
に
あ
っ
た
モ
ル
パ
伯
に
外
国
人
遺
産
取
得
権
廃
止
の
王
令
の
草
稿
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
の
前
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

　
　

�

フ
ラ
ン
ス
の
習
俗
や
開
明
的
な
統
治
の
諸
原
則
に
相
反
し
、
今
日
に
は
も
は
や
適
用
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
法
の
欠
点
を
完
全
に
消
し
去

る
こ
と
が
、
余
［
ル
イ
十
六
世
］
の
正
義
と
歓
待
の
気
持
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
。
実
際
、
余
の
王
領
に
時
折
舞
い
込
む
こ
れ
ら
の

（　
　

）
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ば
ら
ば
ら
の
相
続
を
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か
ら
支
援
し
国
内
に
引
き
入
れ
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
資
本
、
消
費
、
産
業
の
循
環
と
比
較
す

る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か）（（（
（

。

こ
れ
ら
の
計
画
は
十
八
世
紀
後
半
の
対
外
戦
争
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
夜
の
政
治
的
混
乱
の
な
か
で
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
啓
蒙
の
規
範
的
言

説
が
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
擁
護
者
や
王
政
内
部
に
も
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
実
際
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
国
際
条
約
に

よ
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
互
恵
的
廃
止
が
増
加
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
西
イ
ン
ド
植
民
地
の
う
ち
ト
バ
ゴ
島
、
サ
ン
ト
＝
リ
ュ
シ
島
、
ギ

ア
ナ
で
は
一
七
八
三
年
六
月
王
令
に
よ
っ
て
外
国
人
遺
産
取
得
権
が
あ
ら
ゆ
る
外
国
人
に
対
し
て
無
条
件
に
撤
廃
さ
れ
た）（（（
（

。
外
国
人
遺
産
取
得

権
は
外
国
人
の
地
位
の
指
標
に
し
て
国
王
主
権
の
表
明
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
法
的
・
政
治
的
な
理
念
は
、
旧
体

制
末
期
に
は
第
一
の
擁
護
者
で
あ
る
は
ず
の
王
政
内
部
に
お
い
て
も
大
き
く
後
退
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
近
世
フ
ラ
ン
ス
王
国
で
外
国
人
の
処
遇
に
関
す
る
規
範
的
言
説
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
宗
教

戦
争
期
か
ら
「
啓
蒙
の
世
紀
」
に
か
け
て
の
主
要
な
法
学
者
や
哲
学
者
の
著
作
を
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
分
析
し
て
き

た
。

　

本
稿
の
分
析
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
外
国
人
の
差
別
的
処
遇
を
正
当
化
し
た
の
は
、
外
国
人
と
フ
ラ
ン

ス
人
の
差
異
を
本
質
化
し
、
外
国
人
を
「
自
然
」
に
依
拠
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
す
る
言
説
で
あ
っ
た
。
十
六
世
紀
に
外
国
人
は
固
有
の
無
能
力

と
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
た
が
、
そ
の
根
底
に
は
「
生
ま
れ
の
瑕
疵
」
と
表
現
さ
れ
た
生

ま
れ
な
が
ら
の
欠
損
、
不
完
全
性
の
観
念
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
国
家
や
国
王
へ
の
忠
誠
の
欠
如
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
制
度
上
の
無
能
力

と
い
う
法
的
他
者
性
と
、
悪
徳
や
背
信
に
代
表
さ
れ
る
精
神
的
他
者
性
が
、
外
国
で
の
生
ま
れ
を
結
節
点
に
外
国
人
に
お
い
て
一
体
と
な
っ
て

（　
　

）
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い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
王
国
の
安
寧
を
王
国
・
国
王
・
臣
民
の
「
自
然
」
的
な
結
合
に
見
出
し
外
国
人
を
そ
れ
に
与
し
な
い
異

物
と
す
る
中
世
以
来
の
政
治
的
言
説
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
、
外
国
人
の
差
別
を
自
然
な
も
の
と
し
た
。
さ
ら
に
、
近
世
の
主
権
国
家
化
の
進

展
と
国
民
主
義
の
高
ま
り
を
背
景
に
、
気
候
風
土
論
の
影
響
を
受
け
た
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
の
学
説
が
形
成
さ
れ
、
外
国
人
差
別
法
を
含
む
王
国

の
実
定
法
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
最
も
適
し
た
法
と
し
て
肯
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
外
国
人
を
不
利
な
地
位
に
お
く
制
度
は
自
然
か
つ
適
切
な
も

の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
一
方
で
、
外
国
人
の
王
国
へ
の
受
入
れ
や
相
続
能
力
の
承
認
は
君
主
制
の
卓
越
や
国
王
の
特
別
な
寛
大
さ
の
表
明
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
こ
う
し
た
本
質
論
的
で
国
民
主
義
的
な
外
国
人
観
に
依
拠
し
た
外
国
人
差
別
は
、
自
然
法
・
国
際
法
思
想
の
発
展
と
啓
蒙
哲
学
の

普
及
の
な
か
で
、
人
間
本
性
に
も
と
づ
く
権
利
の
普
遍
性
や
諸
国
民
の
平
和
と
協
調
を
追
求
す
る
新
し
い
理
念
の
挑
戦
を
受
け
た
。
こ
の
時
期
、

ふ
た
つ
の
根
本
的
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
ず
、
政
治
的
共
同
体
へ
の
帰
属
に
還
元
さ
れ
な
い
人
間
の
基
本
的
権
利
が
構
想
さ
れ
、
王
国

で
の
相
続
の
自
由
が
君
主
か
ら
与
え
ら
れ
る
特
権
で
は
な
く
そ
う
し
た
権
利
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
外
国
人
の
相
続
能
力
の
問

題
が
実
定
法
・
国
内
法
の
排
他
的
な
領
域
か
ら
脱
し
て
自
然
法
・
国
際
法
の
領
域
に
も
属
す
よ
う
に
な
っ
た
。
外
国
人
で
あ
っ
て
も
王
国
内
で

守
ら
れ
る
べ
き
権
利
が
あ
り
、
そ
の
権
利
を
尊
重
し
な
い
制
度
は
も
は
や
歓
待
や
文
明
性
と
両
立
し
な
く
な
る
ば
か
り
か
、
国
家
の
繁
栄
や
人

類
の
幸
福
を
阻
害
す
る
野
蛮
で
不
合
理
で
無
慈
悲
な
も
の
と
し
て
、
哲
学
者
に
よ
る
批
判
や
外
国
人
作
家
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
風
刺
の
対
象
と

な
っ
た
。
人
間
の
民
事
上
の
能
力
を
王
国
外
で
の
生
ま
れ
を
理
由
に
制
限
す
る
制
度
は
こ
う
し
て
理
念
上
の
正
当
性
を
失
い
、
啓
蒙
が
打
破
す

べ
き
悪
弊
、
王
政
が
対
処
す
べ
き
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
近
世
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
外
国
人
の
処
遇
を
め
ぐ
る
言
説
の
変
容
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
家
と
法
、

人
間
と
自
然
の
関
係
に
関
す
る
法
的
・
政
治
的
思
想
の
変
化
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
本
稿
の
議
論
に
は
分

析
の
視
点
と
史
料
上
の
制
約
に
由
来
す
る
ふ
た
つ
の
限
界
が
存
在
す
る
。
第
一
に
、
本
稿
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
着
目
し
た
た
め
、
王
国
に

お
け
る
外
国
人
の
生
前
の
活
動
に
関
す
る
議
論
を
十
分
に
考
察
に
組
み
込
め
て
い
な
い
。
特
に
外
国
人
の
経
済
活
動
の
規
制
や
奨
励
と
、
外
国

（　
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人
の
処
遇
を
め
ぐ
る
言
説
の
間
の
連
関
を
よ
り
詳
し
く
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
七
年
戦
争
期
に
反
英
感
情
が
高
ま
り
を
見
せ
た
こ

と
や
、
自
由
と
博
愛
を
掲
げ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
国
内
政
治
の
混
乱
や
対
外
戦
争
の
激
化
の
な
か
で
排
外
主
義
へ
と
転
じ
た
こ
と
か
ら
は
、

「
啓
蒙
の
世
紀
」
に
外
国
人
へ
の
嫌
悪
や
忌
避
が
存
続
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
分
析
し
た
史
料
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
言

及
し
た
著
名
な
法
学
者
や
哲
学
者
が
残
し
た
文
書
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
国
民
主
義
や
排
外
主
義
の
併
存
の
問

題
を
十
分
に
考
察
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
は
、
政
治
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
出
版
物
を
含
む
よ
り
広
範
な
史

料
の
渉
猟
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
旧
体
制
期
か
ら
革
命
期
に
か
け
て
の
外
国
人
の
処
遇
を
め
ぐ
る
言
説

の
連
続
と
断
絶
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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近
世
フ
ラ
ン
ス
王
国
で
は
外
国
人
は
遺
言
と
死
後
財
産
処
分
の
自

由
を
も
た
ず
、
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
子
以
外
に
相
続
人
を
も
て
な
い
た

め
、
継
承
者
の
い
な
い
遺
産
を
国
王
が
取
得
す
る
と
い
う
の
が
こ
の
制

度
の
論
理
で
あ
っ
た
。
し
か
し
外
国
人
に
と
っ
て
は
国
王
に
財
産
を
奪

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
日
本
で
は
「
外
国
人
遺
産
没
収
権
」
や

「
外
国
人
財
産
没
収
権
」
と
も
訳
さ
れ
て
い
る
。Cf.�

阿
河
雄
二
郎
『
近

世
フ
ラ
ン
ス
王
権
と
周
辺
世
界
―
王
国
と
帝
国
の
あ
い
だ
』
刀
水
書
房
、

二
〇
二
一
年
。
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十
八
世
紀
パ
リ
に
お
け
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
実
施
に
関
し
て

は
、
拙
稿
「
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
―
パ
リ
・
サ

ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
＝
デ
＝
プ
レ
地
区
の
事
例
か
ら
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
七

編
九
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
～
三
五
頁
を
参
照
。
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apport,�N

ationality and 
Citizenship in R

evolutionary France,�O
xford,�（000,�p.�（（

―（（,
�（0

―�（（�;�P.�Sahlins,�U
nnaturally French. Foreign Citizens in 

the O
ld R

egim
e and after,�Ithaca

―London,�（00（,�p.�（0. 

外
国

人
が
王
国
に
も
た
ら
し
た
貢
献
に
つ
い
て
は
以
下
に
詳
し
い
。Y

.�
Lequin�

（dir.

）,�H
istoire des étrangers et de l ’im

m
igration en 

France,�Paris,�（00（,�（
e�partie�:�«�Le�service�du�roi�

（X
V

I
e�

siècle

―（（（（
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（
（
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―F
.�D

ubost,�«�R
efuge�religieux�et�politique�en�

F
rance�»�dans�L.�B

ély�

（dir.

）,�D
ictionnaire de l ’A

ncien 
R

égim
e,�Paris,�（（（（,�p.�（0（（

―（0（（�;�Rapport,�op. cit.,�p.�（（

―
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（
見
瀬
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二
九

（0.
　
（
（
）　Sahlins,�op. cit.,�p.�（（.�

帰
化
に
関
し
て
は
拙
稿
「
一
八
世
紀
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
と
帰
化
―
ブ
リ
テ
ン
諸
島
出
身
者
の
事
例
か

ら
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
三
編
一
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
～
三
四
頁

も
参
照
。
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）　D

ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（（.

　
（
（
）　J.

―B.�D
enisart,�Collection de décisions nouvelles et de 

notions relatives à la jurisprudence actuelle,�（
e�éd.,�（�vol.,�

Paris,�（（（（

―（（（（,�t.�（,�article�«�Étranger�»,�p.�（（

―�（0�;�C.�
D

anjou,�L
a C

ondition civile de l ’étranger dans les trois 
derniers siècles de la m

onarchie,�Paris,�（（（（,�p.�（（�;�Rapport,�
op. cit.,�p.�（0

―�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�（（.

　
（
（
）　D

ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（
―�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�

p.�（（

―（（.

　
（
（0
）　D

ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（（,�（（（
―（0（�;�M

.�
R

apport,� “‘A
�Languishing�B

ranch�of�the�O
ld�T

ree�of�
Feudalism

’�:�T
he�D

eath,�Resurrection�and�Final�Burial�of�
the�D

roit d ’A
ubaine in France ”, French H

istory,�vol.�（（,�no.�
（,�（000,�p.�（（

―�（0�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　Ch.�C.�W

ells,�L
aw

 and Citizenship in E
arly M

odern 
France,�Baltim

ore

―London,�（（（（�;�J.

―F.�D
ubost,�La France 

italienne. X
V

I e

―X
V

II e siècle,�Paris,�（（（（�;�D
ubost�et�Sahlins,�

op. cit.�;�Sahlins,�op. cit.�;�I.�Plasm
an

―Labrune,�«�D
es�clercs�

étrangers�aux�pasteurs�étrangers.�La�construction�d ’une�

catégorie�en�France�au�X
V

II e�siècle�:�individus,�Églises�et�
pouvoir�royal�»,�J.�Léonard�

（éd.

）,�Prêtres et pasteurs. L
es 

clergés à l ’ère des divisions confesionnelles�

（X
V

I e

―X
V

II e 

siècles

）,�Rennes,�（0（（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　

拙
稿
「
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
人
遺
産
取
得
権
」、
二
〇
～

二
三
頁
。

　
（
（（
）　B.�Guenée,�«�État�et�nation�en�France�au�M

oyen�Â
ge�»,�

R
evue historique,�t.�（（（,�fasc.（,�（（（（,�p.�（（

―（（.

　
（
（（
）　B.�d ’A

lteroche,�D
e l ’étranger à la seigneurie à l ’étranger 

au royaum
e X

I e

―X
V

e siècle,�Paris,�（00（,�p.�（（0

―（（（.

　
（
（（
）　

す
な
わ
ち
、
あ
る
土
地
に
生
ま
れ
つ
い
た
住
民
に
と
っ
て
、
そ
の

土
地
と
、
そ
の
地
を
治
め
る
君
主
と
の
結
び
つ
き
はnaturel

で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
。G

uenée,�art.�cit.,�p.�（（�;�B
.�G

uenée,�
L
’O

ccident aux X
IV

e et X
V

e siècles. Les É
tats,�（

e�éd.,�Paris,�
（（（（,�p.�（（0.

　
（
（（
）　Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（0.

　
（
（（
）　W

ells,�op. cit.,�p.�（（

―�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（.

　
（
（（
）　J.�Papon,�R

ecueil d
’arrests notables des cours 

souveraines de France, ordonnéz par titres en vingt

―quatre 
livres [...]�

（（（（（

）,�（�vol.,�Paris,�（（（（,�liv.�（,�tit.�（,�

§（,�p.�（（（.
　
（
（（
）　W

ells,�op. cit.,�p.�（（

―�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（（.�

不
動

産
買
戻
しretrait�lignager

は
売
却
さ
れ
た
不
動
産
を
売
却
者
の
親

類
が
買
い
戻
せ
る
権
利
で
あ
り
、
外
国
人
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
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（
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）　BnF,�N

U
M

M

―（（（（（（（,�Édict�du�Roy�sur�la�pacification�
des�troubles�de�ce�royaum

e,�leu�et�publié,�ledit�seigneur�
seant�en�son�Parlem

ent�

（�（（�m
ai�（（（（

）.�

こ
の
第
五
十
二
条
は
亡

命
ユ
グ
ノ
の
子
孫
の
法
的
な
扱
い
に
関
す
る
初
め
て
の
規
定
で
あ
り
、

ナ
ン
ト
王
令
に
も
採
用
さ
れ
た
。B

.�E
ckart,�«�La�F

rance�en�
quête�de�ses�enfants�perdus.�M

ythe�et�réalité�du�retour�au�
«�pays�des�ancêtres�»�des�huguenots�du�Refuge,�de�la�
Réform

e�à�la�Révolution�»,�D
iasporas. H

istoire et sociétés,�
no�（,�（00（,�p.�（（

―（（.

　
（
（（
）　W

ells,�op. cit.,�p.�（（

―�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（（.

　
（
（（
）　

た
と
え
ば
一
四
九
九
年
の
ル
イ
十
二
世
に
よ
る
破
棄
や
、
一
七
一

八
―
一
七
二
〇
年
の
ル
イ
十
五
世
に
よ
る
破
棄
が
あ
る
。W

ells,�op. 
cit.,�p.�（（

―�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（（
―（00.

　
（
（（
）　M

.�Y
ardeni,�«�A

ntagonism
es�nationaux�et�propagande�

durant�les�Guerres�de�Religion�»,�R
evue d ’histoire m

oderne 
et contem

poraine,�（（（（,�t.�（（,�n
o�（,�p.�（（（

―（（（�;�Id.,�L
a 

conscience nationale en France pendant les guerres de 
R

eligion�

（1559

―1598

）,�Louvain,�（（（（,�chapitre�II.

　
（
（（
）　F.�Lestringant,�«�Europe�et�théorie�des�clim

ats�dans�la�
seconde�m

oitié�du�X
V

I e�siècle�»,�dans�L
a conscience 

européenne au X
V

e et au X
V

I e siècle,�Paris,�（（（（,�p.�（0（

―（（（�
;�J.

―F.�D
ubost,�«�Les�stéréotypes�nationaux�à�l ’époque�

m
oderne�

（vers�（（00�

―�vers�（（00

）�»,�M
élanges de l ’É

cole 
française de R

om
e, Italie et M

éditerranée,�vol.�（（（,�no�（,�

（（（（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　

反
イ
タ
リ
ア
主
義
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。D

ubost,�op. cit.,�
chap.�（（�;�H

.�H
eller,�A

nti

―Italianism
 in Sixteenth

―Century 
France,�T

oronto,�（00（�;�J.�Balsam
o,�«�Les�lieux�com

m
uns�de�

l ’italophobie�en�France�à�la�fin�du�X
V

I e�siècle�»,�dans�Les 
G

randes Peurs.�（�:�L
’A

utre,�Genève,�（00（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　

十
六
世
紀
リ
ヨ
ン
の
イ
タ
リ
ア
人
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
小

山
啓
子
「
近
世
フ
ラ
ン
ス
の
大
市
都
市
リ
ヨ
ン
と
イ
タ
リ
ア
人
」『
共

生
の
人
文
学
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
所
収�;�

同
「
十
六
世
紀
フ
ラ
ン

ス
の
外
国
人
同
郷
団
研
究
―
「
リ
ヨ
ン
に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
同
郷
団
史

料
集
」
の
分
析
か
ら
―
」『
神
戸
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
八
号
、
二
〇
二

一
年
、
一
八
九
～
二
二
〇
頁
。
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o,�art.�cit.,�p.�（（（
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eller,�op. cit.,�p.�（（（,�（（0
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（
（0
）　Y

ardeni,�art.�cit.,�p.�（（（

―（（（. 

宗
教
戦
争
の
終
結
の
の
ち
、

反
ス
ペ
イ
ン
感
情
は
一
六
一
五
年
頃
に
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
王
室

間
の
婚
姻
を
契
機
と
し
て
再
燃
し
、
三
十
年
戦
争
か
ら
ピ
レ
ネ
ー
条
約

ま
で
の
期
間
に
は
対
ス
ペ
イ
ン
戦
争
を
正
当
化
す
る
「
自
然
な
反
感
」

と
い
う
主
題
を
提
供
し
た
。J.

―F.�D
ubost,�«�Enjeux�identitaires�

et�politiques�d
’une�polém

ique.�F
rançais,�Italiens�et�

Espagnols�dans�les�libelles�publiés�en�France�en�（（（（�»,�
dans�A

.�T
allon�

（éd.

）,�Le sentim
ent national dans l ’E

urope 
m

éridionale aux X
V

I
e et X

V
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e siècles�

（France, E
spagne, 
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Italie

）,�M
adrid,�（00（,�p.�（（

―（（（�;�Y
.�Rodier,�«�L

’antipathie�et�
la�science�politique�de�la�xénophobie�»,�Bulletin du Centre 
de recherche du château de V

ersailles�

［O
nline

］,�（0（（,�accédé�
le�（0�février�（0（（�

（https://doi.org/（0.（000/crcv.（（（（（
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（
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）　
「
不
満
派
」M

alcontents

と
は
、
第
五
次
宗
教
戦
争
期
に
王
弟

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ダ
ラ
ン
ソ
ン
と
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
総
督
ア
ン
リ
・
ド
・
モ

ン
モ
ラ
ン
シ
＝
ダ
ン
ヴ
ィ
ル
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
穏
健
カ
ト
リ
ッ
ク

と
改
革
派
の
連
合
で
、
王
権
の
専
制
へ
の
批
判
を
共
通
項
と
し
た
。N

.�
Le R

oux, Les guerres de R
eligion,�Paris,�（0（（,�chap.�V

.

　
（
（（
）　A

.�Jouanna,�«�Ê
tre� “bon�F

rançais ”�au�tem
ps�des�

guerres�de�Religion�:�du�citoyen�au�sujet�»,�dans�O
.�Elyada�

et�J.�Le�B
run�

（dir.

）,�C
onflits politiques, controverses 

religieuses. E
ssais d ’histoire européenne aux 16

e

―18
e siècles,�

Paris,�（00（,�p.�（0

―（（.
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raité du droit d ’aubaine�
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aistre 

Jean Bacquet, 2 vol.,�Lyon,�（（（（,�t.�II

）,�chap.�III,�

§�（（,�p.�（.
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一
連
の
外
国
人
差
別
法
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つ
い
て
は
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下
を
参
照
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op. cit.,�p.�（（（

―（（（�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（
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ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（�;�Sahilns,�op. cit.,�p.�（0
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（（.
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e la souveraineté du R
oi,�Paris,�（（（（,�

second�livre,�chap.�X
I,�p.�（（0

―（（（.

　
（
（（
）　Bacquet,�op. cit.,�chap.�X

X
X

V
,�

§�（,�p.�（0（�et�chap.�X
II,�

§�（,�p.�（0.

　
（
（（
）　L.�Le�Caron,�R

esponses ou decisions du droict françois,�
Paris,�（（0（,�liv.�second,�réponse�III,�p.�（（.

　
（
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）　

た
だ
し
非
嫡
出
子
の
出
生
の
「
染
み
」
は
外
国
人
の
そ
れ
と
は
異

な
り
宗
教
上
の
霊
的
な
汚
れ
と
混
同
さ
れ
た
。S.�Steinberg,�U

ne 
tache au front. L

a bâtardise aux X
V

I
e et X

V
II

e siècles,�
Paris,�（0（（,�p.�（（.�
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ém
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I,�chap.�X
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）　D

enisart,�op. cit.,�（
e�éd.,�t.�I,�article�«�A
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e�éd.,�（�vol.,�Paris,�（（（（,�t.�I,�article�«�A
ubaine�»,�n
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e�éd.,�（�vol.,�Paris,�（（（（

―（（（0,�t.�II,�article�«�A
ubaine�»,�

§�II,�n
o�（,�p.�（（（.�

　
（
（（
）　Bacquet,�op. cit.,�chap.�X

X
X

V
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§�（�et�（,�p.�（0（

―（0（�;�La�
Planche,�op. cit.,�t.�II,�liv.�V

I,�chap.�X
,�

§�I,�p.�（（（�;�D
enisart,�

op. cit.,�（
e�éd.,�loc.�cit.�

　
（
（（
）　Œ

uvres de M
. le Chancelier d ’A

guesseau,�op. cit.,�t.�III,�
p.�（（（.

　
（
（（
）　J.�Papon,�Secrets du troisièm

e et dernier notaire,�Lyon,�
（（（（,�sixièm

e�livre,�«�D
e�lettres�de�naturalité�»,�p.�（（（.�
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一
六
九
七
年
の
外
国
人
課
税
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
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ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（�;�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（�et�（（.

　
（
（（
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―F
.�D

ubost,�«�R
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pte�d
’un�assassinat�
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aréchal�d ’A
ncre�ou�l ’inversion�dans�

l ’ordre�des�raisons�»,�D
ix

―septièm
e siècle,�n

o�（（（,�（0（（,�p.�
（（0,�note�（（.

　
（
（（
）　J.�Bodin,�L

es Six livres de la R
épublique,�Paris,�（（（（,�

liv.�I,�chap.�V
I,�p.�（（

―（（.��

サ
リ
ン
ズ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

近
世
の
法
学
者
は
外
国
人
遺
産
取
得
権
を
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

外
国
人
に
対
す
る
法
的
制
限
と
混
同
し
て
い
た
た
め
、
外
国
人
遺
産
取

得
権
を
古
典
古
代
か
ら
継
承
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
の
制
度
と
み
な
し

て
い
た
。Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（（.

　
（
（（
）　Bacquet,�op. cit.,�chap.�IV
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§�（,�p.�（�et�chap.�V
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§�（,�p.�
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外
国
人
遺
産
取
得
権
の
起
源
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
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拙
稿
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十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
外
国
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遺
産
取
得
権
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四
～
五
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L
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onstrances de m
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procureur général du R

oy,�Paris,�（（（（,�p.�（（（

―（（（.
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）　Papon,�Secrets du troisièm
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）　Ibid.,�p.�（（（.

　
（
（（
）　Ibid.,�p.�（（（.

　
（
（（
）　

こ
の
論
法
は
ア
ン
リ
四
世
の
死
後
、
摂
政
マ
リ
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ

ス
の
も
と
で
政
治
権
力
を
掌
握
し
た
イ
タ
リ
ア
貴
族
コ
ン
チ
ー
ノ
・
コ

ン
チ
ー
ニ
に
対
す
る
批
判
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
た
。
パ
リ
高
等
法
院

は
一
六
一
五
年
五
月
二
十
一
日
の
建
白
書
の
な
か
で
、
外
国
人
が
「
生

来
の
フ
ラ
ン
ス
人
」
の
よ
う
な
「
陛
下
の
国
家
の
保
存
に
生
来
的
／
自

然
な
愛
着
と
興
味
」
を
も
た
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
外
国
人
を
要
職
に

任
命
す
る
こ
と
に
反
対
し
、「
王
国
の
要
所
と
陛
下
の
国
家
の
安
全
」

を
外
国
人
に
任
せ
て
い
る
と
、
彼
ら
の
気
が
変
わ
れ
ば
「
国
境
の
諸
州

は
陛
下
の
支
配
か
ら
奪
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
主
張
し
た
。

D
ubost,�«�Rendre�com

pte�d ’un�assassinat�politique�»,�art.�
cit.,�p.�（0（.

　
（
（（
）　J.�K

rynen,�«�N
aturel.�Essai�sur�l ’argum

ent�de�la�nature�
dans�la�pensée�politique�française�à�la�fin�du�M

oyen�Â
ge�»,�

Journal des Savants,�n
o�（,�（（（（,�p.�（（0

―（（（�;�Id.,�L
’E

m
pire du 

R
oi. Idées et croyances politiques en France X

III
e

― X
V

e 
siècle,�Paris,�（（（（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　K

rynen,�L
’E

m
pire du R

oi, op. cit.,�p.�（（（.
　
（
（（
）　M

.�V
illey,�La form

ation de la pensée juridique m
oderne,�

texte�établi,�révisé�et�présenté�par�S.�Rials,�notes�revues�
par�É.�D

esm
ons,�Paris,�（0（（,�p.�（（

―（（,�（（（

―（（0�;�J.�Ritter,�
«�Le�droit�naturel�chez�A

ristote�:�C
ontribution�au�

renouveau�du�droit�naturel�»,�A
rchives de Philosophie,�vol.�

（　
　

）
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三
三

（（,�n
o�（,�（（（（,�p.�（（（

―（（（.�
　
（
（0
）　

ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
の
「
永
遠
法
」
と
「
自
然
法
」
の
概
念
に
関

し
て
は
、
佐
々
木
亘
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
法
と
正
義
―

共
同
体
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
』
教
友
社
、
二
〇
一
九
年
も
参
照
。

　
（
（（
）　J.

―M
.�Carbasse,�G.�Leyte�et�S.�Soleil,�L

a M
onarchie 

française du m
ilieu du X

V
I

e siècle à 1715. L
’esprit des 

institutions,�Paris,�（000,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　J.

―L.�T
hireau,�«�Le�com

paratism
e�et�la�naissance�du�

droit�français�»,�R
evue d ’histoire des facultés de droit et de 

la culture juridique, du m
onde des juristes et du livre 

juridique,�（（（0,�p.（（（

―（（（.

　
（
（（
）　V

.�Piano

―M
ortari,�«�Problèm

e�des�É
tats�de�la�

R
enaissance�»,�dans�A

.�Stegm
ann�
（dir.

）,�P
ouvoir et 

institutions en E
urope au X

V
I e siècle,�Paris,�（（（（,�p.�（

―�（（�;�
A

.�Rousselet

―Pim
ont,�Le chancelier et la loi au X

V
I e siècle. 

D
’après l ’œ

uvre d ’A
ntoine D

uprat, de G
uillaum

e Poyet et de 
M

ichel de L
’H

ospital,�Paris,�（00（,�seconde�partie,�chap.�（.

　
（
（（
）　T

hireau,�art.�cit.,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　Ibid.,�p.�（（（

―（（0.

　
（
（（
）　P.�A
yrault,�«�Préface�avec�un�discours�de�la�nature,�

variété�&
�m

utation�des�lois�»,�dans�François�Grim
audet,�

P
araphrase du droict de retraict lignager, recueillie des 

coustum
es de France et glosateurs d ’icelles [...],�Paris,�（（（（,�

sans�pagination.

　
（
（（
）　Bodin,�op. cit.,�liv.�V

,�chap.�I,�p.�（（（

―（（（�;�J.�M
oreau

―

Reibel,�Jean B
odin et le droit public com

paré dans ses 
rapports avec la philosophie de l ’histoire,�Paris,�（（（（,�p.�（（

―

�（（�;�S.�M
iglietti,� “B

etw
een�N

ature�and�C
ulture:�T

he�
Integrated�Ecology�of�Renaissance�Clim

ate�T
heories ”�in�P.�

G
oul�and�Ph.�J.�U

sher�

（eds

）,�E
arly M

odern É
cologies. 

Beyond E
nglish E

cocriticism
,�A

m
sterdam

,�（0（0,�p.�（（（

―（（0.

　
（
（（
）　T

hireau,�art.�cit.,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　

大
学
教
育
に
お
け
る
こ
の
改
革
の
効
果
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

L.

―H
.�Parias�

（dir.

）,�H
istoire générale de l ’enseignem

ent et de 
l ’éducation en France,�t.�II�:�D

e G
utenberg aux L

um
ières,�

par�F.�Lebrun,�M
.�V

enard�et�J.�Q
uéniart,�Paris,�（（（（,�p.�（（（

―（（（.�

　
（
（0
）　A

.�Loisel,�Institutes coutum
ières,�Paris,�（（0（,�liv.�I,�tit.�I�

:�D
es�personnes,�X

LI

―X
LV

II,�p.�（

―�（�;�J.

―L.�T
hireau,�«�Loisel,�

A
ntoine�»,�dans�P.�A

rabeyre,�J.

―L.�H
alpérin�et�J.�K

rynen�

（dir.

）,�D
ictionnaire historique des juristes français�

（X
II e

―X
X

e 

siècle

）,�（
e�éd.,�Paris,�（0（（,�p.�（（（

―（（（.�

　
（
（（
）　
「
フ
ラ
ン
ス
法
」
の
学
説
が
確
立
さ
れ
て
も
、
ロ
ー
マ
法
か
ら
理

論
的
な
価
値
や
フ
ラ
ン
ス
法
を
補
完
す
る
役
割
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
ふ
た
つ
の
法
の
融
合
が
模
索
さ
れ
た
。J.

―L
.�T

h
ireau

,�
«�L

’alliance�des�lois�rom
aines�avec�le�droit�français�»,�D

roit 
rom

ain, jus civile et D
roit français. É

tudes d ’histoire du 
droit et des idées politiques,�nº�（,�（（（（,�p.�（（0

―（（（. 

外
国
人
遺

（　
　

）

一
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九
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三
四

産
取
得
権
を
ロ
ー
マ
法
に
由
来
す
る
と
考
え
る
法
学
者
も
い
た
が
、
そ

の
場
合
も
こ
の
制
度
の
正
当
性
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
十
七
世
紀
の

著
名
な
法
学
者
ジ
ャ
ン
・
ド
マ
は
、
外
国
人
遺
産
取
得
権
は
ロ
ー
マ
法

だ
け
で
な
く
「
人
間
社
会
を
様
々
な
国
家
、
王
国
、
共
和
国
に
分
け
る

自
然
の
秩
序
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
し
た
。J.�D

om
at,�Les lois 

civiles dans leur ordre naturel,�（
e�éd.,�（�vol.,�Paris,�（（（（,�t.�

III,�liv.�I,�p. （（
―（（.

　
（
（（
）　La�Planche,�op. cit.,�t.�II,�liv.�V

I,�chap.�I,�

§�V
,�p.�（.

　
（
（（
）　D

ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（0.

　
（
（（
）　C.�Joly,�D

ivers opuscules tirez des m
em

oires de M
. 

A
ntoine Loisel advocat en Parlem

ent [...],�Paris,�（（（（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　A

.�de�M
ontchrestien,�T

raicté de l ’œ
conom

ie politique : 
l ’économ

ie politique patronale, dédié en 1615 au roy et à la 
reyne m

ère du roy,�introduction�et�notes�de�T
h.�Funck

―

Brentano,�Genève,�（（（0,�liv.�I,�p.�（（.

　
（
（（
）　

拙
稿
「
一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
外
国
人
と
帰
化
」、
二
五

～
二
七
頁
。

　
（
（（
）　B

nF
,�N

U
M

M

―（（（（（（（,�édit�du�roi,�par�lequel�les�
banquiers,�m

archands�&
�courtiers�étrangers,�sont�tenus�

prendre�lettres ［...

］,�

（septem
bre�（（（（

）,�p.�（

―（.

　
（
（（
）　D

ubost�et�Sahlins,�op. cit.,�p.�（（

―（（.

　
（
（（
）　Bodin,�op. cit.�liv.�I,�chap.�V

I,�p.�（（

―（0.

　
（
（0
）　

三
つ
の
制
限
と
は
、
外
国
人
の
父
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子

が
、（
一
）
父
か
ら
相
続
で
き
、（
二
）
彼
自
身
が
遺
言
で
き
、（
三
）

父
の
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
他
の
親
族
を
退
け
て
父
の
財
産
を
受
け
取
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Papon,�Secrets du troisièm

e et dernier 
notaire, op. cit.,�p.�（（（

―（（（.�

　
（
（（
）　J.

―F.�Courtine,�«�V
itoria,�Suárez�et�la�naissance�du�

droit�naturel�m
oderne�»,�dans�A

.�Renaut�

（dir.

）,�avec�la�
collaboration�de�P.

―H
.�T

avoillot�et�P.�Savidan,�H
istoire de 

la philosophie politique,�t.�II,�N
aissances de la m

odernité,�
Paris,�（（（（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　H

.�Grotius,�Le droit de la guerre et de la paix,�traduit�
par�P.�Pradier

―Fodéré,�édité�par�D
.�A

lland�et�S.�Goyard

―

Fabre,�Paris,�（（（（,�Prolégom
ènes,�V

III�et�X
II,�p.�（（

―（（,�liv.�
I,�chap.�I,�

§�X

―（,�p.�（（.

　
（
（（
）　Ibid.,�liv.�II,�chap.�V

I,�

§�X
IV

―�（�et�（,�p.�（（（

―（（（.�

　
（
（（
）　D

.�Gaurier,�H
istoire du droit international. A

uteurs, 
doctrines et développem

ent de l ’A
ntiquité à l ’aube de la 

période contem
poratine,�Rennes,�（00（,�p.�（（（.

　
（
（（
）　Ch.�L.�B.�de�W

olff,�Institutions du droit de la nature 
et des gens [...],�traduites�du�latin�par�E.�de�Luzac,�（��
vol.,�Leyden,�（（（（,�t.�II,�chap.�IV

,�

§�M
CX

X
X

V
III,�p.�（0（�;�

E
.�de�V

attel, L
e droit des gens ou principes de la loi 

naturelle [...],�（�vols,�Londres,�（（（（,�t.�I,�chap.�V
III,�

§（0（

―

（（（,�p.�（（（

―（（（.�

　
（
（（
）　M

em
oirs of the V

erney Fam
ily during the Civil W

ar,�

（　
　

）
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三
五

com
piled�from

�the�letters�and�illustrated�by�the�portraits�
at�Claydon�H

ouse�by�F.�P.�V
erney,�（�vol.,�London,�（（（（,�t.�

II,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　F.�de�La�M

othe�Le�V
ayer,�O

puscules, ou Petits traictez,�
Paris,�（（（（,�troisièm

e�traité�:�D
e la Patrie et des étrangers,�

p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　D

ictionnaire universel François &
 latin [...],�（�vol.,�

T
révoux,�（（0（,�t.�I,�article�«�A

ubaine�».

　
（
（（
）　E.�de�Gam

a,�D
issertation sur le droit d ’aubeine,�Paris,�

（（0（,�p.�（（

―（（.

　
（
（0
）　Ch.�de�Secondat,�baron�de�M

ontesquieu,�D
e l ’esprit des 

lois, nouvelle édition, revue, corrigée, et considérablem
ent 

augm
entée par l ’auteur,�Londres,�（（（（,�t.�II,�liv.�X

X
I,�chap.�

X
V

II,�p.�（（（.

　
（
（（
）　

D
.�D

iderot�et�J.�le�R
ond�d

’A
lem

bert�

（dir.

）,�
E

ncyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et m

étiers,�Paris,�（（（（

―（（（0,�t.�（�

（（（（（

）,�article�«�Étranger�»,�
p.�（（.

　
（
（（
）　J.

―B.�M
oheau,�R

echerches et considérations sur la 
population de la France,�Paris,�（（（（,�liv.�II,�chap.�X

,�p.�（（（.

　
（
（（
）　Correspondance littéraire, philosophique et critique de 

G
rim

m
, D

iderot, R
aynal, M

eistre, etc. [...],�notices,�notes,�
table�générale�par�M

.�T
ourneux, （（�vol.,�Paris,�（（（（

―（（（（,�
t.�V

,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　

川
出
良
枝
『
貴
族
の
徳
、
商
業
の
精
神
―
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
専
制

批
判
の
系
譜
―
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
二
五
〇
～
二
五

一
頁
。

　
（
（（
）　M

oheau,�op. cit.,�liv.�I,�chap.�III�et�chap.�X
III.�

　
（
（（
）　D

.�Roche,�La France des Lum
ières,�Paris,�（（（（,�p.�（（（�;�

M
.�Belissa,�Fraternité universelle et intérêt national�

（1713

―

1795

）.�L
es cosm

opolitiques du droit des gens,�Paris,�（（（（,�
p.�（（�;�D

iderot�et�d ’A
lem

bert�

（dir.

）,�E
ncyclopédie, op. cit.,�

t.�（�

（（（（（

）,�article�«�H
um

anité�»,�p.�（（（.

　
（
（（
）　V

attel,�op. cit.,�t.�I,�liv.�II,�chap.�V
III,�

§（（（,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（
）　D

iscours prononcés dans l ’A
cadém

ie française, le jeudi 
IV

 août 1774 à la réception de M
. Suard,�Paris,�（（（（,�p. （0

―

（（.

　
（
（（
）　Œ

uvres de V
oltaire avec préfaces, avertissem

ents, notes 
etc. par M

. Beuchot,�t.�X
V

III,�E
ssai sur les m

œ
urs et l ’esprit 

des nations,�t.�IV
,�Paris,�（（（（,�chap.�CX

CV
II,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（（
）　V

attel,�op. cit.,�t.�I,�liv.�II,�chap.�X
,�

§�（（（,�p.�（（（.

　
（
（（（
）　L.�Sterne,�A

 Sentim
ental Journey through France and 

Italy,�London,�（（（（,�p.�（

―（. 

訳
出
に
際
し
て
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス

タ
ー
ン
作
、
小
林
亨
訳
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
―
ヨ
ー

リ
ッ
ク
師
の
フ
ラ
ン
ス
と
イ
タ
リ
ー
を
巡
る
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
四
年
、

一
～
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

　
（
（（（
）　J.�Pezzl�et�P.�A

.�W
inkopp,�Faustin, ou le siècle 

philosophique,�A
m

sterdam
,�（（（（,�chap.�（（,�p.�（（（

―（（（.
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（
（（（
）　F

.�de�Paule�Lagarde,�T
raité historique de la 

souveraineté du roi, et des droits en dépendants,�（�vol.,�
Paris,�（（（（,�t.�I,�chap.�IV

,�

§�II,�p.�（（（

　
（
（（（
）　

ル
・
ブ
レ
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
期
に
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
出

さ
れ
た
居
住
禁
止
令
へ
の
報
復
を
外
国
人
遺
産
取
得
権
の
起
源
と
す
る

見
解
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
み
で
あ
る
。Le�Bret,�op. cit.,�p.�（（（

―

（（0.�

　
（
（（（
）　Bosquet,�D

ictionnaire raisonné des dom
aines et droits 

dom
aniaux [...],�（�vol.,�Rouen,�（（（（,�t.�I,�article�«�A

ubaine�»,�
p.�（（（

―（（（�;�La�Planche,�op. cit.,�t.�II,�liv.�V
I,�chap.�I,�

§�V
,�

p.�（�;�D
enisart,�op. cit.,�（

e�éd.,�t.�II,�article�«�A
ubaine�»,�

§�（,�
（,�p.�（（（.

　
（
（（（
）　

七
年
戦
争
期
に
イ
ギ
リ
ス
人
を
「
野
蛮
人
」
と
す
る
反
英
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
ひ
と
つ
の
背
景
と
し
て
指
摘
す
べ
き
で
あ

る
。D

.�A
.�Bell,�T

he Cult of the N
ation in France. Inventing 

N
ationalism

, 1680

―1800,�C
am

bridge

―M
assachusetts

―

London,�（00（,�chap.�（.

　
（
（（（
）　Sahlins,�op. cit.,�p.�（（（

―（（（.�

　
（
（（（
）　J.�N

ecker,�D
e l ’adm

inistration des finances de la France,�

（�vol.,�（（（（,�［s.�l.

］,�t.�III,�p.�（（0

―（（（.

　
（
（（（
）　Ibid.,�p.�（（（

―（（（.

　
（
（（（
）　

た
だ
し
本
国
に
関
し
て
は
、
外
務
卿
が
諸
外
国
と
の
外
交
交
渉
に

お
け
る
利
用
可
能
な
手
段
が
減
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
外
国
人
遺
産
取

得
権
の
無
条
件
の
廃
止
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
国
際
条
約
に

よ
る
互
恵
的
廃
止
に
関
し
て
はSahlins,�op. cit.,�p.�（（（

―（（（

を
参

照
。
植
民
地
に
お
け
る
外
国
人
遺
産
取
得
権
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
近

世
フ
ラ
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